
上段／令和元年度事業実績

下段／令和2年度事業計画

1

2

3‐1

3‐2
3

地
域
に
根
ざ
し
た
相
談
支
援
体
制
の
確
立

既存の障がい者施設に
おいて、各種在宅サー
ビスの提供とともに、
障がいのある人の在宅
生活の支援につながる
相談を行い、地域の相
談支援拠点として位置
づけ、活用します。

◇大垣市柿の木荘において、障がい者の在宅生活を支援する相
談支援事業を実施した。
　・相談実績　265件

◇他の相談支援事業所とも連携を図り、地域の障がい者施設を
活用した在宅生活の支援を実施した。

○
障
が
い
福
祉
課 ◆大垣市柿の木荘における相談支援事業の実施

　⑴障がい者の在宅生活を支援する相談支援事業を実施
　⑵他の相談支援事業所と連携を図り、地域の障がい者施設を活用した在宅生活を支援

◇ひまわり学園等における相談の実施　431件
（内訳）
　・ひまわり学園での相談　194件
　・健診（1歳6か月、3歳）時の相談　237件 ○

自
立
し
た
暮
ら
し
の
支
援

よ
り
き
め
細
や
か
な
相
談
支
援
体
制
の
充
実

1

相
談
支
援
事
業
の
充
実

障がい福祉に関する
様々な問題やニーズに
ついて相談に応じ、必
要な情報やアドバイス
を提供するなど、相談
支援事業の整備を図り
ます。また、地域にお
ける相談支援の中核的
な役割を担う基幹相談
支援センターにおい
て、総合的な相談支援
の実施、地域移行促進
や権利擁護、虐待防止
の取り組み、自立支援
協議会（障がい者の暮
らしを支える協議会）
の運営を行います。

◇相談支援事業の実施
　・実施事業所　5か所　　相談件数　14,652件
　　　障害者生活支援センター　　 944件
　　　柿の木荘　　265件　　ゆう　248件
　　　せせらぎ　4,670件　　グリーンヒル　8,525件

◇相談支援事業所と連携し、「障がい者の暮らしを支える協議
会」を実施。
　⑴実施回数
　　・全体会　3回
　　・部会　　9回
　⑵主な内容
　　・地域生活支援拠点等の検討
　　・障害者計画等の進捗管理
　　・相談支援専門員のスキルアップ研修　　ほか

○

 
障
が
い
福
祉
課

子
育
て
支
援
課

◆ひまわり学園等における相談の実施
（内訳）
　・ひまわり学園での相談
　・健診（1歳6か月、3歳）時の相談

施策
目標

施策
の

方向

事
業
番
号

施策
事業

施策事業内容
所
管
課

◆相談支援事業の実施
　・実施事業所
　　　5か所（障害者生活支援センター、柿の木荘、ゆう、せせらぎ、グリーンヒル）

◆自立支援協議会の運営
　・相談支援事業所と連携し「障がい者の暮らしを支える協議会」（自立支援協議会）を
　　運営。専門部会で、地域移行支援や就労、権利擁護、障がい者虐待防止の取り組みに
　　ついて、事例検討や勉強会を通じて協議する。
 　 　⑴全体会　　4回開催
　　　⑵部会　5部会

2

相
談
員
の
活
用

身体障害者相談員、知
的障害者相談員の周知
に努めるとともに、適
切な情報提供を行いま
す。また、民生委員・
児童委員などの地域福
祉活動を行う関係者と
緊密な連携を図り、障
がいのある人やその家
族の不安解消を図りま
す。

◇利用実績
　⑴身体障害者相談員　29人　相談件数　842件
　⑵知的障害者相談員　 4人　相談件数　 82件

○
障
が
い
福
祉
課 ◆相談員制度の周知

　・保健・福祉のガイドブック等の冊子やホームページへの身体障害者相談員、知的障害
　　者相談員名簿の掲載
　　　⑴身体障害者相談員　29人
　　　⑵知的障害者相談員　 4人

◆相談員への情報提供
　・相談員に対する障害福祉サービス等の情報提供を行い、相談内容に応じたサービスの
　　提供や見守り支援について関係機関と連携して実施。

進
捗
状
況

備考
（継続以外の場合）
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4

5

6

障
が
い
福
祉
課

障
が
い
福
祉
課

◆大垣市障がい者の暮らしを支える協議会の開催
　⑴全体会と地域の実情に応じた専門部会を開催。関係機関で課題を共有し、相談支援体
　　制の整備について協議する。
　　①全体会の開催　4回
　　②部会の開催
　　　　・子ども支援部会　2回　　・就労支援部会　　2回
　　　　・権利擁護部会　　2回    ・暮らし支援部会　2回
      　　　※相談支援部会を各部会と共同開催
　　　　・事務局会議（相談事業所連絡会）の開催　　 6回
　⑵第三次障害者計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画の評価や推進に関する
　　協議を実施
　⑶次期障害者計画等の策定に関する協議を実施

自立支援協議会（障が
い者の暮らしを支える
協議会）において、地
域の課題に応じた専門
部会を設置し、関係機
関が相互に課題を共有
することで連携の緊密
化を図るとともに、地
域の実情に応じた相談
支援体制の整備につい
て協議することで課題
解決を進めます。

◇関係機関との連携を強化し、地域における相談支援体制等を
充実させるため、障がい者の暮らしを支える協議会を開催
　⑴全体会　3回 （5月20日・7月26日・2月18日）
　⑵部　会  9回
　　・子ども支援部会　　　（9月24日・11月26日）
　　・暮らし・相談支援部会
　　　　　　　  （7月29日・10月29日・ 1月24日）
　　・就労支援部会　　　　（8月 2日・11月12日）
　　・権利擁護部会        （9月 3日・ 2月 4日）
　　・事務局会議の開催　6回
　⑶第三次障害者計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福
　　祉計画の評価等に関する協議　　　（7月26日）

○

地
域
で
の
自
立
に
向
け
た
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

5

相
談
支
援
・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の
充
実

障がいのある人の心身
の状況、社会活動や介
護者、居住等の状況、
サービスの利用意向な
ど、一人ひとりのニー
ズに応じたサービスを
効果的に提供するた
め、計画相談支援やケ
アマネジメント体制の
充実に取り組みます。

◇相談支援事業所によるケアマネジメントの実施
　⑴実施方法
　　相談支援事業者に配置した相談支援専門員が、障がい者
　　等からの相談に応じ、必要な情報提供及び援助等を行っ
　　た。
　⑵サービス等利用計画作成数　1,113件
　⑶障害児支援利用計画作成数　　640件

◇相談事業所連絡会の開催
　⑴事例検討や意見交換を通じて、対応方法や計画立案を学
　　び、課題解決に向けた協議を行った。
　⑵委託相談事業所連絡会の開催　6回

○

自
立
し
た
暮
ら
し
の
支
援

よ
り
き
め
細
や
か
な
相
談
支
援
体
制
の
充
実

4

自
立
支
援
協
議
会
の
充
実

◆相談支援事業所によるケアマネジメントの実施
　・相談支援事業者の相談支援専門員が、身体・知的・精神障がい者等からの相談に応
　　じ、必要な情報提供及び援助等を行う。

◆相談事業所連絡会の開催
　⑴事例検討や意見交換を通じて、対応方法や計画立案を学び、課題解決に向けた協議を
　　行う。
　⑵委託相談事業所連絡会の開催　6回

6

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
促
進

身体障害者手帳などの
手帳取得により受ける
ことができる様々な障
害福祉サービスや各種
手当・減免制度につい
て、手帳交付時やホー
ムページ、広報紙など
により周知することで
利用を促し、障がいの
ある人やその家族の負
担を軽減します。

◇障害者手帳交付時の周知
　・手帳交付時には、市の制度を紹介するパンフレットや県
　　発行の障害者福祉の手引きを使い、制度説明を実施。

◇ホームページや広報での周知
　⑴ホームページでは、社会福祉課のページに「保健・福祉
　　のガイドブック」、障がい福祉課のページに「障害者計
　　画・障害福祉計画」を掲載。
　⑵広報紙（12月1日号）では、市の支援制度や障害福祉サ
　　ービスに関する情報を掲載。

◇障害福祉サービス人材確保事業の実施
　　交付実績：なし

◎

居宅介護等の人材確
保のため、新たに就労
する居宅介護職員（ヘ
ルパー）に奨励金を交
付する事業を実施。（令
和元年度は、交付実績
なし）

障
が
い
福
祉
課

◆障害者手帳交付時の周知
　・手帳交付時に大垣市の制度をまとめたパンフレット、岐阜県発行の障害者福祉の手引
　　きによる制度説明を実施

◆ホームページや広報での周知
　⑴ホームページに、市の助成制度や各種サービスの案内、「保健・福祉のガイドブッ
　　ク」「障害者計画・障害福祉計画」を掲載。
　⑵広報紙に、市の支援制度やサービスに関する情報を掲載。

◆障害福祉サービス人材確保事業の実施
　・居宅介護等の人材確保のため、新たに就労する居宅介護職員（ヘルパー）に奨励金を
　　交付。

2



上段／令和元年度事業実績

下段／令和2年度事業計画

施策
目標

施策
の

方向

事
業
番
号

施策
事業

施策事業内容
所
管
課

進
捗
状
況

備考
（継続以外の場合）

大垣市第三次障害者計画　令和元年度事業実績・令和2年度事業計画一覧表
（※進捗状況→　●：完了、◎：拡充、○：継続、△：見直し、×：廃止）

7

8

9‐1

9‐2

10

自
立
し
た
暮
ら
し
の
支
援

地
域
で
の
自
立
に
向
け
た
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

○障
が
い
福
祉
課

◆相談支援事業所等への情報提供
　・県等が主催する福祉サービスや相談支援に関する研修会に関する情報提供を事業者に
　　行い、受講の促進を図る。

8

第
三
者
評
価
事
業
の
促
進

事業者が提供するサー
ビスについて、事業者
や利用者以外の公正・
中立な第三者機関が専
門的かつ客観的な立場
から評価するため、第
三者評価の受審を岐阜
県と連携して促進し、
障害福祉サービス事業
者の質の向上を図りま
す。

◇第三者評価事業の推進
　・事業者による第三者評価制度の受審の促進について、市
　　内事業者や市の指定管理施設施設に周知した。 ○

7

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の

質
の
向
上

障害福祉サービスや相
談支援の質の向上のた
め、障害福祉サービス
や相談支援の提供者の
育成を目的とした各種
養成研修について、
サービス提供事業者等
の受講促進を図りま
す。

◇相談支援事業所等への情報提供
　・県等が主催する福祉サービスや相談支援に関する研修会
　　の案内を随時、事業者へ情報提供し、受講の促進を図っ
　　た。

障
が
い
福
祉
課

◆第三者評価事業の受審の促進
　・障がい者が利用する福祉サービスの質の向上を図るため、県と連携して、市内事業者
　　に対して第三者評価事業への積極的な受審を促す。

◆高齢障がい者が、適切な介護・障害福祉サービスを受け、在宅生活を維持することがで
きるよう支援する。

10

地
域
移
行
支
援
シ
ス
テ
ム
の
確
立

地域活動支援センター
や医療機関、施設との
連携を図り、地域移行
支援のためのシステム
の確立を目指します。
また、相談、体験の機
会・場、緊急時の受
入・対応、専門性、地
域の体制づくりという
機能を満たす地域生活
支援拠点の整備に必要
な協議を関係機関とと
もに実施します。

◇関係機関との協議の実施
　・障がい者の暮らしを支える協議会の暮らし支援部会・相
　　談支援部会にて、地域生活支援拠点の整備の検討を行っ
　　た。
　　⑴実施回数　3回
　　⑵参加機関　障害福祉サービス事業所、
　　　　　　　　相談支援事業所　　ほか
　　⑶主な内容
　　　①緊急対応が必要になった事例の検討
　　　②地域生活支援拠点等の整備に向けた緊急時の連絡体
　　　　制の確保、体験利用の推進、対象者の事前登録方法
　　　　などをテーマにしたグループワーク

○

障
が
い
福
祉
課

障がいのある65歳以上
の高齢者が必要な介護
保険サービスを円滑に
利用できるよう、きめ
細かな配慮をするとと
もに、介護保険の対象
とならない障がい固有
のニーズに基づく障害
福祉サービスについて
は、適切な提供に努め
ます。

◇障がい者の地域生活のための福祉サービスの利用について、
介護保険サービスとの調整を図り、障がい者のニーズに合わせ
たサービス提供ができるよう、介護保険担当課等との連携を
図った。
　・ケース会議の実施回数　24回

◇新たな制度の周知と利用促進
　・介護保険サービスへの移行に関わる新たな制度（新高額
　　障害福祉サービス等給付制度、共生型サービス）につい
　　て周知し利用の促進や事業への参入を図った。

○

障
が
い
福
祉
課

◆介護保険サービス移行へのケース会議の開催
　・障害福祉サービスを利用している65歳到達者について、ニーズに基づくサービス提供
　　や介護保険サービスとの調整を図るケース会議を開き、介護保険サービスへの円滑な
　　移行や必要な障害福祉サービスの提供を行う。

◆新たな制度の周知と利用促進
　・介護保険サービスへの移行に関わる新たな制度（新高額障害福祉サービス等給付制
　　度、共生型サービス）について周知し、利用の促進や事業への参入を図る。

◇高齢障がい者が、適切な介護・障害福祉サービスを受け、在
宅生活を維持することができるよう支援した。

○高
齢
福
祉
課

9

介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
円
滑
な
利
用
促
進

◆関係機関との協議の実施
　・障がい者の暮らしを支える協議会の暮らし支援部会・相談支援部会において、地域
　　移行・地域定着支援の実施に向けた体制づくりや、地域生活支援拠点の整備に向け
　　た協議について、相談支援事業者及び地域生活支援センター、短期入所事業所等の
　　関係機関と協議を行う。

3
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11‐1

11‐2

12

13

自
立
し
た
暮
ら
し
の
支
援

日
常
の
暮
ら
し
の
場
と
し
て
の
多
様
な
住
ま
い
の
確
保

11

生
活
の
場
の
確
保

障がいのある人の地域
生活の場、特に保護者
が亡くなった後の住ま
いとして利用が強く望
まれているグループ
ホームについて、事業
拡大を支援するととも
に、地域住民の理解が
得られやすいように、
障がいのある人やグ
ループホームに対する
理解の促進に努めま
す。また、公営住宅の
身体障がい者用住宅の
確保に努めます。

◇グループホーム整備の推進
　⑴「民間障害者福祉施設整備助成事業」の申請案件なし
　　　※グループホーム整備の実績なし
　⑵広報紙において障がい者理解に関する記事を掲載した
　　ほか、理解啓発講演会の開催、障害者週間における街
　　頭啓発活動、障がいの特性と配慮に関する出前講座を
　　実施して理解促進に努めた。

○

障
が
い
福
祉
課

◆グループホーム整備の推進
　・民間事業者によるグループホーム整備の際に、事業者負担費用の一部を補助する制度
　　を周知する。

◆広報等を活用した障がい者理解の促進
　・広報での周知や啓発活動、出前講座の実施により、障がい者理解の促進に努める。

◇身体障がい者の住居の確保
　・既設の身体障がい者用住戸の維持管理
　　　⑴和合団地　　　　　11戸
　　　⑵恵比寿団地　　　　 2戸 ○

住
宅
課

◆身体障がい者の住居の確保
　・既設の身体障がい者用住戸の維持管理
　　　⑴和合団地　　　　　11戸
　　　⑵恵比寿団地　　　 　2戸

障
が
い
福
祉
課

◆民間住宅の活用に関する検討の実施
　・相談事業所連絡会等において、地域移行時の民間住宅の活用や住まいの確保に関する
　　課題、賃貸住宅経営者等への啓発方法について検討する。

日
中
活
動
の
場
の
充
実

ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
障
が
い
児
支
援
の
拡
充

13

交
流
及
び
共
同
学
習
の
推
進

障がいのある児童・生
徒と障がいのない児
童・生徒とが、互いに
理解を深め合い、共に
豊かな人間性を育み、
学習のねらいを達成で
きるような、学校内、
学校間での交流及び共
同学習を推進します。

◇交流及び共同学習の推進
　・障がいのある児童と障がいのない児童とが、日常的な交
　　流や共同体験を通じて互いに理解を深め合い、ともに豊
　　かな人間性を育むことができるよう、特別支援学級と通
　　常学級において交流及び共同学習の推進を図った。
　　　⑴小学校　19校　45学級
　　　⑵中学校　 9校　22学級 ○

12

民
間
住
宅
の
積
極
的
な
利
用
促
進

賃貸住宅経営者や宅地
建物取引業者等に対し
て啓発を行うなど、障
がいのある人の入居に
対する理解促進を図
り、自立生活に向けた
住まいの確保を図りま
す。

◇民間住宅の活用に関する検討の実施
　・地域移行支援のケア会議や個別相談時において賃貸住宅
　　経営者に参加してもらい、障がい者理解の促進と入居の
　　推進を行った。 ○

学
校
教
育
課

◆交流及び共同学習の推進
　・障がいのある児童と障がいのない児童とが、日常的な交流や共同体験を通じて互いに
　　理解を深め合い、ともに豊かな人間性を育むことができるよう、特別支援学級と通常
　　学級、特別支援学校と居住地校において交流及び共同学習の推進を図る。

4
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14

15‐1

15‐2

日
中
活
動
の
場
の
充
実

ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
障
が
い
児
支
援
の
拡
充

14

保
育
所
の
充
実

子どもがお互いに刺激
や影響を受け合いなが
らともに成長できるよ
う、保育所において障
がいのある子どもの受
け入れを実施するとと
もに、保育士の障がい
に関する知識の向上を
図り、個々の障がいに
対応した保育の充実を
図ります。

◇市内全保育園において、集団保育が可能な児童については、
障がいの有無に関わらず、受け入れを実施
　・市内保育園33園（幼保園含む）

◇障がい児の発達を支援するため、保育所での個別指導（プレ
イルーム）を実施
　・すもと保育園、三城・日新・北・赤坂幼保園の5園

◇個別指導担当保育士の障がい児保育の知識向上と技術習得の
ため、専門研修会を実施（9回）

◇保育士の障がい児保育の理解促進・知識向上のため、大垣市
保育者等研修計画に基づき研修会を実施（2回）。また、民間
保育者合同研究会において特別支援担当者会を実施（2回）

◇保育士等の資質向上を図るため、ひまわり学園職員による民
間保育園の巡回指導を実施
　・指導回数　42回　　・対象児童数　131人

◇障がい福祉課発達支援グループ、保健センターと連携し、民
間を含む41園で5歳すこやか相談、公立24園で少人数保育、15
園でカラダの育ち教室を実施

○

15

発
達
障
が
い
児
へ
の
支
援

自閉症、アスペルガー
症候群等の広汎性発達
障がい、学習障がい
（ＬＤ）、注意欠陥多
動性障がい（ＡＤＨ
Ｄ）等の発達障がいを
有する児童・生徒に、
早期発見に必要な措置
や発達支援など、医
療、保健、福祉、教
育、就労関係機関など
と連携しながら、地域
における継続的な支援
を進めます。併せて、
発達支援学習会や講演
会を開催し、保護者等
の理解・知識向上を図
ります。

◇発達支援連絡会議の開催　6回
◇医療的ケア児支援連携協議会の開催　2回
◇大垣市スマイルブックの新規発行　260人
◇訪問支援の実施
　作業療法士、公認心理師による園巡回訪問　13回
◇保護者、市民、支援者向け講演会の実施　　 1回
◇5歳すこやか相談をはじめとする3事業の連携実施
　⑴5歳すこやか相談　1,329人
　⑵カラダの育ち教室　延15園
　⑶少人数保育　実施なし
◇保護者支援　延213人
◇オプトメトリスト相談　7回
◇発達検査　50件
◇「発達支援ハンドブック」「早期発見・支援パンフレット」
の作成・配布
◇ペアレントプログラム講座の開催　　6回

◎

保護者支援として、「発
達支援ハンドブック」等
を作成し、配布したほ
か、ペアレントプログラ
ム講座を開催した。

子
育
て
支
援
課

◆関係各課を集めた、発達支援連絡会議の開催
◆医療的ケア児支援連携協議会の開催
◆大垣市スマイルブックの普及啓発
◆関係部署と連携した園や学校への訪問支援の実施
　（作業療法士、公認心理師による園巡回訪問）
◆保護者、市民、支援者向け講演会の実施
◆５歳すこやか相談をはじめとする3事業の連携実施
◆保護者支援(学齢期・思春期)
◆オプトメトリスト相談の実施
◆発達検査
◆ペアレントプログラム講座の開催

◇10か月児健康診査で、理学療法士による運動発達相談・指導
を実施　　160件
◇1歳6か月児健康診査で、心理相談員による発達相談・指導を
実施　  123件
◇3歳児健康診査で、心理相談員による発達相談・指導を実施
  108件
◇遊びの教室を実施　 延942人
◇5歳すこやか相談において医療相談を実施   15件

○

保
健
セ
ン
タ
ー

◆10か月児健康診査で、理学療法士による運動発達相談・指導を実施
◆1歳6か月児健康診査で、心理相談員による発達相談・指導を実施
◆3歳児健康診査で、心理相談員による発達相談・指導を実施
◆遊びの教室を実施
◆5歳すこやか相談において医療相談を実施

保
育
課

◆保護者の就労等により、保育を必要とする障がい児の保育所での個別指導を行う。
◆障がいをもつ園児が集団の中で育ち合えるように、計画的に加配保育士をクラスに配置
する。
◆個別指導担当保育士の障がい児保育の知識向上と技術習得のため、学習会や研修会を行
う。
◆大垣市保育者等研修計画に基づき、特別支援教育に関する研修を行う。
◆ひまわり学園職員による民間保育園への巡回指導を行い、保育士の知識向上を図る。
◆子育て支援課発達支援グループ、保健センターと連携し、幼稚園、保育園等で、5歳すこ
やか相談、少人数保育、カラダの育ち教室を実施する。
◆作業療法士・臨床心理士派遣事業を活用し、支援者の専門性の向上を図る。

5
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15‐3

15‐4

16

○

保
育
課

◆特別支援コーディネーターの役割についての研修会を行う。

◆適切な支援と次年度への円滑な支援の接続を行うために、個別の教育支援計画や個別の
指導計画等の作成を進める。

◆個別の教育支援計画の作成における配慮事項に関わり、経年研修や役職研修などを活用
して、共通理解する。

◆学校教育課と連携し、就学相談や就学判定を行う。

◆22小学校区で保幼小連携協議会を行い、支援のあり方や発達と学びの様子について小学
校と園との連携を図る。

◆小学校1日入学を全市一斉で行ったり、保幼小連絡会を実施することで、新入学予定児の
様子について小学校と連携を図る。

◇障がいのある児童生徒の早期発見等のため必要な措置を図っ
た。
　⑴就学のための教育相談 　相談件数　235件
　　（相談会：176件、巡回相談：59件）
　⑵臨床心理士による個別知能検査の実施　198人
　⑶特別支援教育相談員　1人配置

○

学
校
教
育
課

◆障がいのある児童生徒の早期発見等のため必要な措置を図る。
　⑴就学のための教育相談　相談員　延200人
　⑵臨床心理士による個別知能検査の実施　250人
　⑶特別支援教育相談員　1人配置

◇特別支援コーディネーターの役割についての研修会を実施し
た。（2回）

◇発達の遅れ等がある5歳児を対象に個別の指導計画の作成を
進めた。また、継続的な支援を行なうため、スマイルブックを
活用した。

◇学校教育課と連携し、ことばの教室1人、プレイルーム担当
者2人、特別支援コーディネーター1人が就学相談や就学判定に
参加した。

◇22小学校区で保幼小連絡会を行い、支援のあり方や発達と学
びの様子について小学校と園との連携を図った。

◇小学校1日入学を全市一斉で行ったり、（2/12・13）、保幼
小連携協議会（2/26）を実施し、新入学予定児の様子について
小学校と連携を図った。

○

学
校
教
育
課

◆特別支援教育支援員・介助員の配置と巡回相談員の派遣
　・特別支援教育支援員、介助員を配置し、障がいのある児童生徒に対する支援を行う。
　　さらに、巡回相談員を幼保、小中に派遣し、保護者等の相談に応じる。
　　　⑴介助員の配置　23人
　　　⑵支援員の配置　40人
　　　⑶就学のための巡回相談員　1人配置
　　　⑷特別支援教育相談員　　　1人配置

日
中
活
動
の
場
の
充
実

ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
障
が
い
児
支
援
の
拡
充

15

発
達
障
が
い
児
へ
の
支
援

自閉症、アスペルガー
症候群などの広汎性発
達障がい、学習障がい
（ＬＤ）、注意欠陥多
動性障がい（ＡＤＨ
Ｄ）などの発達障がい
を有する障がい児につ
いて、早期発見に必要
な措置や就学前の発達
支援など地域における
生活支援を、医療、保
健、福祉、教育、労働
関係機関などと連携し
整備を図ります。

16

特
別
支
援
教
育
体
制
の
充
実

ＬＤ、ＡＤＨＤ、自閉
症等の障がいのある児
童・生徒に対する学習
支援体制の充実を図り
ます。

◇特別支援教育支援員・介助員の配置と巡回相談員の派遣
　・特別支援教育支援員、介助員を配置し、障がいのある児
　　童生徒に対する支援を行った。さらに、巡回相談員を幼
　　保、小中に派遣し、保護者等の相談に応じた。
　　　⑴介助員の配置　23人
　　　⑵支援員の配置　40人
　　　⑶就学のための巡回相談員　1人配置
　　　⑷特別支援教育相談員　　　1人配置

6
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17

18‐1

18‐2

日
中
活
動
の
場
の
充
実

ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
障
が
い
児
支
援
の
拡
充

17

専
門
機
関
な
ど
幅
広
い
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
確
立

「大垣市特別支援教育
推進協議会」を通じ
て、医療機関、特別支
援学校（盲・ろう学
校）、福祉機関など、
幅広いネットワークを
育成し、各学校への支
援に取り組みます。

◇「大垣市特別支援教育推進協議会」の開催
　・同推進協議会の開催を通じて、医療機関、特別支援学
　　校、福祉機関など、ネットワークの充実を行った。
　　　⑴特別支援教育推進協議会　1回開催、委員16人
　　　⑵教育支援委員会  　2回開催、委員19人
　　　⑶教育支援小委員会　4回開催、委員66人

○

学
校
教
育
課

◆「大垣市特別支援教育推進協議会」の開催
　・同推進協議会の開催を通じて、医療機関、特別支援学校、福祉機関など、ネットワー
　　クの充実を行う。
　　　⑴特別支援教育推進協議会　委員16人
　　　⑵教育支援委員会　 　　　 委員19人
　　　⑶教育支援小委員会　　　　委員66人

18

教
職
員
な
ど
の
指
導
力
向
上

ＬＤ、ＡＤＨＤ、自閉
症等の様々な障がいの
特性に応じた適切な支
援を行う教職員の指導
力を向上するため、研
修の充実を図ります。

◇特別支援教育コーディネーター研修の実施
　⑴ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等などを含めた様々な障
　　がいについて、教職員の指導力を向上するため、小中学
　　校の担当者を対象に特別支援教育コーディネーター研修
　　を1回実施した。
　　　とき　6月26日　　参加人数　32人
　⑵公立・民間の幼、幼保、保育園等の担当者の参加も促
　　し、保幼小の連携を図りながら特別支援教育コーディネ
　　ーター研修を1回実施した。
　　　とき　7月30日　　参加人数　48人

◇「だれもが研修」への参加
　・すべての小学校教員が特別支援教育に関する研修に参加
　　した。

○

学
校
教
育
課

◆特別支援教育コーディネーター研修の実施
　・ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等などを含めた様々な障がいについて、教職員の指
　　導力を向上するため、特別支援教育コーディネーター研修を2回行う。公立・民間の
　　幼、幼保、保育園等の担当者の参加も促し、さらに通級指導教室担当研修会を行い、
　　市内の担当者同士の連携を図る。

◆「だれもが研修」への参加
　・すべての教員が特別支援教育に関する研修に参加する

◇教職員スキルアップ事業「だれもが研修」の実施
　・「通常学級における特別な支援を必要とする児童生徒へ
　　の指導」について、全小中学校において全教職員を対象
　　に研修し、実態に応じた具体的な取組を学ぶことによ
　　り、教職員個々の児童生徒理解力および指導力の向上を
　　図った。
　　　⑴実施回数　16回
　　　⑵参加人数　471人

◇夏季研修講座の実施
　・特別支援教育について，通級指導担当者と通常担任との
　　連携を中心に，新学習指導要領における特別支援教育の
　　充実について学ぶことにより，教職員個々の指導力の向
　　上を図った。演習も取り入れ，指導の具体が研修でき
　　た。
　　　⑴実施回数　1回
　　　⑵参加人数　34人

○

教
育
総
合
研
究
所

◆教職員スキルアップ事業「だれもが研修」の実施
　・「通常学級における特別な支援を必要とする児童生徒への指導」について、小中学校
　　において隔年で全教職員を対象に研修し、実態に応じた具体的な取組を学ぶことによ
　　り、教職員個々の児童生徒理解力および指導力の向上を図る。

◆各学校の担当者を対象にした研修会の実施
　・特別支援教育コーディネーター研修会
　・通級指導教室担当者研修会
　・支援員、介助員研修会
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19

20

21‐1

21‐2

日
中
活
動
の
場
の
充
実

雇
用
環
境
の
整
備

ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
障
が
い
児
支
援
の
拡
充

19

障
が
い
の
あ
る
児
童
・
生
徒
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
教
育
の
推
進

子どもの発達段階に則
し、人権尊重の視点に
立ち、障がいのある児
童・生徒に対する正し
い理解と認識を深める
ための教育を推進しま
す。障がいのある児
童・生徒については、
自らの意見を表明する
ことが困難なこともあ
り、学校全体としての
指導体制の徹底や校内
外の相談体制の充実を
図ります。

◇障がいのある児童生徒に対する正しい理解と認識を深めるた
めの教職員等に対する研修を実施した。
　⑴特別支援コーディネーター研修会　2回実施
　⑵特別支援教育夏期研修会　1回実施
　⑶支援員・介助員研修会　  2回実施
　⑷通級指導者研修会　      3回実施

◇一人ひとりに応じた教育を推進するための、特別支援ケース
会議を必要に応じ随時実施した。ケース会議には保護者と学
校、関係機関（医療機関、障がい福祉課、市教育委員会等）が
参加し、相談する機会を充実させた。

学
校
教
育
課

◆保護者や関係機関と連携しながら、個別の教育支援計画、個別の指導計画を作成・活用
するとともに、一人ひとりの状況に応じた指導・援助を検討する校内委員会等を充実さ
せ、個人情報の取扱いに気を付け、進学・転学先へ引き継いでいく。

○

学
校
教
育
課

◆障がいのある児童生徒に対する正しい理解と認識を深めるための教職員に対する研修の
機会と内容を充実させる。

◆すべての教育活動で人権を尊重する心と態度を育てる指導を指導計画に位置付け、充実
させる。

◆交流及び共同学習の中で、障がいのない児童生徒に障がいのある児童生徒への正しい理
解と認識を深めるための教員、支援員等による指導・援助を充実させる。

◆一人ひとりに応じた教育を推進するための、保護者と学校、関係機関等が相談する機会
を充実させる。

20

就
学
児
童
・
生
徒
の
豊
か
な
個
性

を
尊
重
し
た
教
育
の
推
進

障がいのある児童・生
徒について、学校全体
としての協力体制のも
とにインクルーシブな
教育活動を推進すると
ともに、本人・保護者
などの意向も踏まえ、
一人ひとりの個性を大
切にした教育の充実を
図ります。

◇保護者や関係機関と連携しながら、個別の教育支援計画、個
別の指導計画を作成・活用するとともに、一人ひとりの状況に
応じた指導・援助を検討する校内委員会等を充実させ、個人情
報の取扱いに気を付け、進学・転学先へ引き継いだ。
　・市内全小中学校（32校）で実施

○

21

一
般
企
業
へ
の
障
が
い
者
雇
用
の
促
進

市内の民間企業や雇用
主に対し、障がいへの
理解を促し、「障がい
者の雇用の促進等に関
する法律」に係る法定
雇用率の達成や、特例
子会社の活用などにつ
いて、公共職業安定所
や就労移行（継続）支
援事業者と連携し、働
きかけます。また、国
や県などの障がい者雇
用に係る各種奨励金や
助成制度、税制優遇措
置、支援制度について
広報やホームページな
どを積極的に活用し、
周知を図ります。

◇障がい者の暮らしを支える協議会就労支援部会の開催
　・障がい者雇用について、障がい者の暮らしを支える協議
　　会の就労支援部会において、関係機関との連携を図りな
　　がら協議を行った。
　　　開催回数　2回

◇障がい者就労の相談窓口について、広報やホームページでの
周知を行った。

○

障
が
い
福
祉
課

◆障がい者の暮らしを支える協議会就労支援部会の開催
　・同部会において、関係機関との連携を図りながら、就労の場の確保や福祉的就労から
　　一般就労への支援について協議する。
　　　開催予定回数　2回

◆障がい者就労支援センターによる就労支援に関する情報提供の実施
　・障がい者就労の相談窓口について、広報やホームページでの周知を行う。

◇岐阜労働局から送付された障がい者雇用の促進に係るポス
ターを掲示するとともに、チラシを大垣商工会議所や市内商工
会に配布。 ○商

工
観
光
課 ◆大垣公共職業安定所等と連携し、障がい者雇用の促進に係るポスター掲示やチラシ等を

配布。
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22

23

24

25

日
中
活
動
の
場
の
充
実

雇
用
環
境
の
整
備

契
約
管
財
課

◆入札参加資格の申請において、申請業者の障がい者雇用促進への配慮に係る審査を継続
する。（根拠：国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律）

◆随意契約による優先発注に引き続き努める。（根拠：地方自治法）
　・市優先調達方針　令和2年度目標額　12,000,000円

22

新
た
な
雇
用
の
場
の
創
出

一般企業での就労は難
しいが比較的軽度な障
がいのある人につい
て、障がいに理解のあ
る事業所などでの雇用
を試みるなど、関係機
関と連携し、新たな雇
用の場の創出に努めま
す。

◇就労支援事業所の周知
　・市内の障がい者就労支援事業所の取り組みについて、就
　　労を希望する障がい者や保護者、相談支援専門員等に紹
　　介する「福祉就労まるっと相談フェア」を開催した。
　　　⑴とき　8月2日
　　　⑵場所　大垣市情報工房スインクホール
　　　⑶参加事業所　市内14事業所
　　　⑷参加人数　　73人

◇市内就労支援事業所への訪問
　・市や支援機関職員が事業所を訪問し、活動内容や課題の
　　把握、一般就労に向けた支援の促進を行った。

○

障
が
い
福
祉
課

◆就労支援事業所の周知
　・市内の障がい者就労支援事業所の取り組みについて、就労を希望する障がい者や保
　　護者、相談支援専門員等への周知を行う。

25

働
き
続
け
る
こ
と
へ
の
支
援

職場環境に適応し、ス
キルアップの支援を図
るため、大垣市障がい
者就労支援センター等
での就業相談・定着支
援体制の整備や就労移
行支援事業所の機能向
上を図り、働き続ける
ことへの支援を進めま
す。

○

障
が
い
福
祉
課

◆障害者就労相談支援事業の実施
　・総合福祉会館内に設置している「大垣市障がい者就労支援センター」において、関係
　　機関との連携を図りながら、就業相談、定着支援を行う。

◆職場定着の支援
　・「大垣市障がい者就労支援センター」や「西濃圏域障害者就業・生活支援センター」
　　と連携して、職場定着を支援

◇障害者就労相談支援事業の実施
　・総合福祉会館内に設置している「大垣市障がい者就労支
　　援センター」において、障がい者の就労に関する相談等
　　を行った。
　　　新規就労相談件数　90件
　　　（身体 19件、知的 6件、精神 39件、その他 26件）

◇職場定着の支援
　・「大垣市障がい者就労支援センター」や「西濃圏域障害
　　者就業・生活支援センター」と連携して実施

23

市
で
の
採
用

適正な定員管理を推進
するため、市職員の採
用者数は必要最低限度
としていますが、障が
いのある人の雇用推進
のため、法定雇用率の
達成を考慮し、市職員
への計画的な採用を行
います。

◇市職員の計画的な採用
　⑴令和元年度の障がい者法定雇用率（2.5％）を満たす雇用
　　人数を達成した。
　　　・本市雇用率　2.72％
　⑵障がい者の雇用推進と法定雇用率の維持のため、令和2年
　　度に向け、ハローワーク主催の障がい者合同面接会に参
　　加し、障がい者の臨時職員雇用に努めた。

○

人
事
課

◆市職員の計画的な採用
　・障がい者の雇用推進と法定雇用率の維持のため、引き続き障がい者の雇用に努める。

24

市
優
先
調
達
方
針
の
推
進

障害者優先調達推進法
に基づき、障害者就労
施設等からの物品や役
務を優先的に調達する
ため、市優先調達方針
を毎年度策定し、地方
自治法に定める随意契
約により優先的に発注
します。

◇令和2、3、4年度物件入札参加資格申請において、障害者雇
用状況の有無を全登録業者に義務付けた。

◇随意契約による優先発注
　⑴随意契約では市全体で6件の契約を締結した。
　⑵市優先調達方針　　令和元年度目標額　3,900,000円
　　　　　　　　　　　令和元年度実績額　20,269,447円

○
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26‐1

26‐2

27

日
中
活
動
の
場
の
充
実

自
己
実
現
に
向
け
た
き
め
細
や
か
な
就
労
支
援

障
が
い
福
祉
課

◆訓練等給付費の支給
　⑴就労の機会を提供し、知識や能力向上のために必要な訓練を行う「就労継続支援Ａ
　　型」「就労継続支援Ｂ型」のサービス費を支給。
　⑵就労に必要な知識及び能力の向上により、企業等の雇用又は在宅就労等を支援する
　　「就労移行支援」のサービス費を支給。
　⑶一般就労へ移行した人への相談支援や、企業や関係機関との連絡調整等の支援を行
　　う「就労定着支援」のサービス費を支給。

◆障がい者の暮らしを支える協議会就労支援部会の開催
　・同部会において、就労の場の確保や、一般就労へ移行するために就労支援事業所が行
　　うことを検討する

◇障がい者の就労支援
　⑴市庁舎に設置の雇用・就労支援センターにおいて、求人
　　票閲覧、チラシ等による情報提供や専門支援機関への案
　　内等による支援を実施
　　　障がい者の相談件数　0件
　⑵大垣公共職業安定所や大垣商工会議所、市内商工会など
　　と連携し、地元企業への障がい者の雇用・就労につい
　　て、雇用の推進を図るようチラシを配布

○

商
工
観
光
課

◆障がい者の就労支援
　⑴市庁舎に設置の雇用・就労支援センターにおいて、求人票閲覧、チラシ等による情報
　　提供や専門支援機関への案内等による支援。
　⑵大垣公共職業安定所や大垣商工会議所、市内商工会などと連携し、障がい者の雇用・
　　就労について、理解を求めるとともに雇用の推進を図る。

◇訓練等給付費の支給
　⑴就労移行支援給付費の支給
　　　利用者数　 48人　給付費   37,957千円
　⑵就労継続支援Ａ型給付費の支給
　　　利用者数　226人　給付費　296,289千円
　⑶就労継続支援Ｂ型給付費の支給
　　　利用者数　292人　給付費　316,150千円
　⑷就労定着支援給付費の支給
　　　利用者数　　4人　給付費　　　695千円

◇障がい者の暮らしを支える協議会就労支援部会（2回開催）
の実施
　⑴事業所紹介フェアの開催
　⑵精神障がいのある方の相談・支援の在り方をテーマとし
　　た講演と事例検討。

○

26

障
が
い
特
性
に
応
じ
た
就
職
支
援
の
充
実

障がいのある人の就労
については、個々の特
性に応じた職業能力の
開発や就労実習の場の
利用拡大を、就労移行
（継続）支援事業者、
岐阜障害者職業セン
ター、公共職業安定
所、商工会議所、民間
企業などと連携し支援
します。また、職場定
着を目的とするジョブ
コーチ・就労支援コー
ディネーターの活用を
推進します。

27

中
間
就
労
の
場
の
確
保

公園や公共施設などの
清掃業務、リサイクル
事業、公共施設などで
の一時的な中間就労の
場の確保を、福祉団体
や事業者とともに推進
します。

◇中間就労や受託作業の拡充
　・市立かわなみ作業所において、公園清掃や、古新聞、雑
　　誌リサイクル、廃品回収（牛乳パック、アルミ缶、布
　　類）などを行った。

○

障
が
い
福
祉
課

◆中間就労や受託作業の拡充
　・大垣市授産製品販売促進連絡会を通して、公園等の清掃、古新聞リサイクル、廃品回
　　収（牛乳パック、アルミ缶、布類）、農作業等の受託の拡充に努める。
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28

29

30

日
中
活
動
の
場
の
充
実

自
己
実
現
に
向
け
た
き
め
細
や
か
な
就
労
支
援

○

障
が
い
福
祉
課

◆在宅就業支援団体等の関係機関やパソコン教室等の周知
　⑴在宅就労支援団体の周知を図る。
　⑵福祉メディアステーションが実施するパソコン教室や講師派遣制度などを周知して、
　　在宅就労や社会参加を図る。

30

既
存
資
源
の
活
用
と
福
祉
的
利
用
の
促
進

地域にある資源を福祉
的に活用できるよう、
障がいのある人のニー
ズとともに地域におけ
るニーズを把握し、状
況に応じた就労に関す
る情報の提供・共有を
図ります。

28

授
産
製
品
販
売
店
の
設
置
推
進

市関連のイベント等に
おいて、授産製品など
の販売スペースの確保
を図り、製造販売の機
会を増やし、販売促進
を支援します。また、
市役所内での販売ス
ペースを継続的に設置
します。

◇市関連施設内での販売
　・大垣市役所売店、大垣市民病院売店、総合福祉会館、
　　リサイクルプラザ

◇市が関連する催事における販売
　・福祉ふれあいボランティアフェスティバル、下水道フェ
　　ア、墨俣福祉祭り　ほか

◇大垣市授産製品販売促進連絡会での販売促進
　・市ホームページを利用した周知、大垣女子短大等での定
　　期販売、大型ショッピングセンター、元気ハツラツ市で
　　の販売会を実施

29

自
営
・
起
業
・
在
宅
就
労
の
促
進

障がいのある人の自営
や起業、在宅での就労
の機会を促進するた
め、ＩＣＴ（情報通信
技術）を活用した柔軟
な働き方に関する情報
の収集・提供につい
て、関係機関と連携し
取り組みます。

◇在宅就業支援団体等の関係機関やパソコン教室等の周知
　・在宅就業支援団体の周知や、県の福祉メディアステーシ
　　ョンが実施するパソコン教室や講師派遣制度のチラシを
　　窓口に設置して在宅就労支援を行った。

○

障
が
い
福
祉
課

◆市関連施設内での販売
　・大垣市役所売店、大垣市民病院売店、総合福祉会館

◆市が関連する催事における販売
　・福祉ふれあいボランティアフェスティバル、下水道フェア　ほか

◆大垣市授産製品販売促進連絡会での販売促進
　⑴市ホームページを利用した周知
　⑵大垣女子短大等での定期販売の継続
　⑶大型ショッピングセンターでのイベント販売会を予定
　⑷元気ハツラツ市での販売会を予定
　⑸ねんりんピック岐阜での販売を予定

◇地域資源の情報共有
　⑴市障がい者労支援センターのホームページで障がい者就
　　労支援事業所情報の提供を行った。
　⑵「福祉就労まるっと相談フェア」を開催し、相談支援事
　　業所にも参加を依頼して、各事業所の支援内容等につい
　　て情報共有を図った。 ○

障
が
い
福
祉
課

◆地域資源の情報共有
　・地域資源を活用し、障がい者の方のニーズに合わせたサービス提供ができるよう、就
　　労支援事業所の情報提供、情報共有を図る仕組みを活用する。
　・県による農福連携に関する研修会の開催などの情報を随時、就労支援事業所に提供す
　　る。

11
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大垣市第三次障害者計画　令和元年度事業実績・令和2年度事業計画一覧表
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31

32-1

32-2

33

日
中
活
動
の
場
の
充
実

自
立
を
支
え
る
多
様
な
活
動
の
場
の
充
実

◇障がい児がいる留守家庭児童教室に指導員を加配し、指導員
に対して研修を実施した。
　⑴加配指導員配置　12教室12人
　⑵令和元年度特別支援学級在籍児童入室平均児童数　33人
　⑶令和元年度放課後児童支援員等資質向上研修
　　・開催日　　12月13日
　　・参加人数　14人

障
が
い
福
祉
課

◆日中活動や余暇活動の場の充実
　・生活介護給付費の支給、地域活動支援センター事業の委託により、障がい児・者の日
　　中活動や余暇活動の場の充実を図る。
　　　⑴市内生活介護事業所　     12か所
　　　⑵市内地域活動支援センター　2か所

◇障がい児の暮らしを支える協議会子ども支援部会の開催
　⑴部会の開催　2回
　⑵放課後デイサービス等の障がい児通所サービスと相談支
　　援における子供の捉え方や課題の整理と個別支援計画等
　　の立て方について研修を行い、質の向上に努めた。

◇障害児通所支援事業支給判定委員会の設置
　⑴判定委員会の開催　11回　　判定人数　53人
　⑵支給判定基準に基づく判定委員会を開催し、適正な療育
　　支援に努めた。

○

31

日
中
活
動
の
場
の
充
実

創作的活動や生産的活
動の機会などを提供す
る生活介護事業所や地
域活動支援センターな
ど、障がいのある人の
日中活動の場の拡充を
図ります。

◇日中活動や余暇活動の場の充実
　・生活介護給付費の支給、地域活動支援センター事業の委
　　託により、障がい児・者の日中活動や余暇活動の場の充
　　実を図った。
　　　⑴生活介護事業所
　　　　市内事業所　12か所　 利用者数　383人
　　　⑵地域活動支援センター
　　　　市内事業所　 2か所　 利用者数 　19人

○

子
育
て
支
援
課

◆障害児通所支援事業支給判定委員会の開催
　・支給判定基準に基づき、支給の必要性や支給量を判定し、児童発達支援事業や放課後
　　等デイサービス事業の適正な利用を図る。

◆事業所訪問の実施
　・市内の障害児通所支援事業を訪問し、療育内容や学校との連携等の聞き取りを行い、
　　助言を行うことで、質の向上及びサービスの平準化を図る。

33

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
支
援
の
充
実

聴覚障がいなどのた
め、日常生活において
意思の疎通を図ること
に支障がある身体障が
い者の社会参加を支援
するため、養成講座を
開催して手話通訳者や
要約筆記者の確保に努
め、派遣体制を充実し
ます。また、手話通訳
者を市役所内に配置し
ていますが、必要に応
じて配置箇所を増やす
ことを検討します。

◇市役所内に手話通訳者を配置
　⑴配置場所　障がい福祉課内（1人）
　⑵設置日    週5日（月～金）
　⑶時間　　  8時30分～17時15分

◇手話・点訳・音訳講習会の開催
　⑴手話奉仕委員養成講座修了者　10人
　⑵点訳講習会修了者　4人
　⑶音訳講習会修了者　5人

◇筆談ロボットの配置
　・市役所窓口に筆談によりチャット形式でコミュニケー
　　ションを図るロボットを設置した。

◎

従来の筆談パットやタ
ブレット端末に加えて、
筆談ロボットを新たに障
がい福祉課窓口に設置
した。

障
が
い
福
祉
課

◆市役所内に手話通訳者を配置
　⑴配置場所　障がい福祉課内（1人）
　⑵設置日    週5日（月～金）
　⑶時間　　  8時30分～17時15分

◆手話・点訳・音訳講習会の開催
　⑴手話奉仕員養成講座　全46回
　⑵点訳講習会　全29回
　⑶音訳講習会　全15回

○

◆障がい児がいる留守家庭児童教室に指導員を加配し、研修を行う。
　・研修参加予定人数：11人

社
会
教
育
ス
ポ
ー

ツ
課

留守家庭児童教室にお
いて、集団指導が可能
な障がいのある児童の
受け入れを進めます。
また、生活能力の向上
のための訓練や集団生
活への適応訓練、社会
との交流を促進する、
児童発達支援事業や放
課後等デイサービス事
業の質の向上を図りま
す。

放
課
後
等
の
活
動
へ
の
支
援

32

社
会
参
加
の
促
進

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
等
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
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34

35‐1

35‐2

36‐1

36‐2

37

◆意思疎通支援事業の実施
　・手話通訳者、要約筆記者等派遣などによる意思疎通支援を実施することにより、障が
　　い者の権利擁護への配慮を図る。

35

障
が
い
者
団
体
等
の
活
動
支
援

障がいのある人及びそ
の家族などが組織する
団体の活動や新たな団
体の組織について支援
を行い、障がいのある
人の自立と社会参加の
促進を図ります。ま
た、障がい者団体等の
代表と障がい福祉関連
全般について意見交換
をする場を設け、施策
への反映などを図りま
す。

◇「市長と語る会」の開催
　・市長と語る会を開催し、各障がい者団体の代表と意見交
　　換の場を設け、施策への反映などを図った。
　　　⑴開催日　　9月27日
　　　⑵参加団体　12団体

○障
が
い
福
祉
課

◆「市長と語る会」の開催
　・各障がい者団体の代表と市長との意見交換の場を設け、施策への反映などを図る。
　　　（令和2年9月に開催予定）

◇障がい者団体へ育成強化事業補助金を交付
　・大垣市障害者団体連絡協議会ほか計7団体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計1,369,000円 ○

社
会
生
活
力
の
向
上
に
向
け
た
社
会
参
加
へ
の
支
援

社
会
福
祉
課

◆障がい者団体へ育成強化事業補助金を交付
　・大垣市障害者団体連絡協議会ほか計2団体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計1,147,000円

34

司
法
手
続
な
ど
へ
の
配
慮

刑事事件の当事者に
なった場合の権利行使
について、関係機関と
連携し、一人ひとりの
障がい特性に応じた意
思疎通手段を確保する
などの配慮を図り、情
報の提供に努めます。

◇意思疎通支援事業の実施
　⑴手話通訳者・奉仕員派遣件数　 194件
　⑵要約筆記者・奉仕員派遣件数　　10件 ○障

が
い
福
祉
課

36

新
規
事
業
所
へ
の
支
援

障がいのある人の生活
の質の向上と社会参加
を目的としたＮＰＯ法
人などが運営する小規
模通所型の事業所の参
入を促進するため、中
心市街地の空き店舗な
どの活用を検討し、支
援します。

◇情報の把握と情報提供等の実施
　・新規事業参入者に対し「障がい者の暮らしを支える協
　　議会」の各部会への参加を促し、市の障がい者の現状
　　やニーズ、不足する地域資源の情報提供を行った。 ○障

が
い
福
祉
課

◆情報の把握と情報提供等の実施
　・新規事業者が参入できるよう、法改正や地域資源、地域ニーズの情報把握に努め、情
　　報提供や関係各課、県との連携支援を行う。

◇商店街空き店舗事業
　・中心市街地活性化の区域の空き店舗に出店する、飲食
　　店、サービス業9店舗（うち福祉系は該当なし）を対象
　　に、店舗改装、店舗賃料の補助を実施した。

○商
工
観
光
課 ◆商店街空き店舗事業

　・中心市街地活性化の区域の空き店舗に出店し、小売業、飲食店、サービス業等を営も
　　うとする事業者を対象に、店舗改装、店舗賃料の補助を実施している。
　　　⑴店舗改装1/2（60万円限度）
　　　⑵店舗賃料1/2（月3万円、1年を限度）

37

移
動
支
援
の
充
実

障がいのある人が余暇
活動、社会参加または
日常の生活において円
滑に外出できるよう、
障がい者の移動を支援
する移動支援事業や福
祉有償運送の充実をＮ
ＰＯ法人等とともに図
ります。

◇社会参加の一環として移動支援事業を実施
　・市内移動支援事業所　13か所

◇福祉有償運送事業の委託
　・営利を目的としない法人が身体障がい者等の運送を行う
　　福祉有償運送について、西濃圏域福祉有償運送市町共同
　　運営協議会において事業者登録や運送実績等を協議し
　　た。また、PRチラシを発行し、事業の周知に努めた。
　　　⑴年度累計運行回数　2,341回
　　　⑵登録事業所　　　　5事業所（うち市内3事業所）

○

障
が
い
福
祉
課

◆社会参加の一環として移動支援事業を実施
　・市内移動支援事業所　13か所

◆福祉有償運送事業の委託
　・営利を目的としない法人が身体障がい者等の運送を行う福祉有償運送について、西濃
　　圏域福祉有償運送市町共同運営協議会において事業者登録や運送実績、利用促進策等
　　を協議する。
　　　登録事業所　5事業所（うち市内3事業所）

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
等

サ
ー

ビ
ス
の
充
実

社
会
参
加
の
促
進
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38

39

40

41‐1

41‐2

社
会
参
加
の
促
進

社
会
生
活
力
の
向
上
に
向
け
た
社
会
参

加
へ
の
支
援

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
連
携

38

社
会
参
加
に
向
け
た
多
様
な
支
援

自立した社会生活がで
きるよう、個々の障が
いに応じた機能訓練や
生活訓練の実施や、生
活に必要な補装具等の
支給、生活の質を高め
る補助犬の普及などに
努めるほか、地域にお
ける障がい理解を深め
るための啓発を実施し
ます。

◇社会参加への支援の実施
　⑴窓口、ホームページでの情報提供の実施
　⑵補装具の給付
　　　給付件数　  224件　 公費負担額　24,673千円
　⑶難聴児（軽度又は中度）補聴器購入等の助成
　　　給付件数　   15件　 公費負担額　   814千円
　⑷日常生活用具の給付
　　　給付件数　4,286件　 公費負担額　42,292千円

○

障
が
い
福
祉
課

◆社会参加への支援の実施
　⑴個々の障がい特性に合わせた社会参加支援について、窓口やホームページでのサービ
　　ス情報の提供を実施
　⑵失われた身体機能を補完し、日常生活の能率を高める補装具費や日常生活用具費を支
　　給。ニーズに応じた支給品目（日常生活用具）の検討を行う。

○

保
健
セ
ン
タ
ー

◆健（検）診を実施
　・成人健診・歯科健診・各種がん検診・骨粗しょう症検診・肝炎検診
◆特定保健指導の実施
◆健康相談の実施
◆訪問指導の実施

40

医
療
と
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の

連
携

医療に関する相談に対
応し、障がいのある人
が地域において適切な
医療やリハビリテー
ション、福祉サービス
を受けることができる
ように、関係機関と連
携し支援します。

◇相談支援事業の実施
　・障がいのある方及びご家族の相談に対し、障がいのある
　　方の生活を把握し、適切な医療や福祉サービスを受けら
　　れるよう、計画相談員等との連携を図り、生活及び医療
　　の不安を解消できるよう努めた。

○

39

健
康
診
査
な
ど
の
充
実

障がいの原因となる生
活習慣病などの疾病の
発生予防、早期発見の
ため、成人健康診査や
各種がん検診などの健
康診査体制の拡充に努
め、受診率のより一層
の向上を図ります。事
後指導の強化のため、
医療機関、福祉機関と
の連携に努めます。

◇健（検）診を実施
　・成人健康診査       334人  ・一般歯科健康診査  334人
　・メタボ歯科健康診査 623人  ・骨粗しょう症検診  728人
　・肝炎ウイルス検診   106人  ・胃がん検診      1,078人
  ・胃がんリスク検診   253人  ・子宮頸がん検診  4,764人
　・肺がん検診       5,516人  ・乳がん検診      2,517人
　・大腸がん検診     3,918人  ・前立腺がん検診    385人

◇特定保健指導の実施
　・指導修了者数　197人（平成30年度健診に対して）

◇健康相談を実施
　・相談回数　　　513回　延4,786人

◇訪問指導を実施
  ・指導人数　    延784人

市
民
病
院
よ
ろ
ず
相

談
・
地
域
連
携
課

◆相談支援事業の実施
　・障がいのある方及びご家族の相談に対し、適切な医療が受けられるよう、院内調整を
　　図る。また、日常生活において、医療、福祉的視点からよりよい生活が営めるよう、
　　関係機関との良好な連携に努める。

◆障がい児の発達段階に応じて、保育園、幼稚園、小学校、療育機関の連携の実施

乳幼児健康診査の充実
を図り、すべての子ど
もたちが心身ともに健
やかでいきいきと育つ
ことができるよう支援
するとともに、障がい
の早期発見に努めま
す。また、障がいの程
度や発達段階に応じた
適切な療育が受けられ
るよう、医療機関や福
祉関係機関、園、学校
等の連携により、継続
的な支援を推進しま
す。

◇妊婦健診の補助、乳幼児健康診査を実施
　・妊婦健康診査　　　　延13,751人
　・マタニティ歯科健康診査　 531人
　・4か月児健康診査　      1,112人
　・10か月児健康診査　     1,169人
　・1歳6か月児健康診査     1,243人
  ・3歳児健康診査　        1,281人

◇ケース検討会に参加   36回

○

保
健
セ
ン
タ
ー

◆妊婦、乳幼児健康診査を実施
　・妊婦健診、マタニティ歯科健診、乳幼児健診

◆ケース検討会に参加

◇障がい児の発達段階に応じて、保育園、幼稚園、小学校、療
育機関が連携を行った。
　・ひまわり学園と園との連携
　　　⑴ひまわり学園職員による民間保育園・幼稚園等への
　　　　巡回指導の実施（42回）
　　　⑵保育士等によるひまわり学園での療育見学の実施
　　　⑶合同学習会の実施（指導研究会など）

○

子
育
て
支
援
課
／
保

育
課

41

障
が
い
の
早
期
発
見

14
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42

43

44

45‐1

○

保
健
セ
ン
タ
ー

◆広報・ホームページなどを活用したこころの病気などに関する情報を提供
◆出前講座を実施
◆こころの健康相談を実施

44

難
病
に
関
す
る
施
策
の
推
進

保健所をはじめとした
関係機関との協力・連
携を強化し、広報等に
よる啓発活動及び、難
病患者や家族に対する
福祉サービスの充実に
努めます。

◇県難病団体連絡協議会と連携し、県委託事業の医療福祉相談
会に協力した。

◇保健所と連携し、難病患者に対する障害福祉サービス利用促
進、社会参加助成などを実施。
　⑴就労継続支援（Ａ型）　1人利用
　⑵就労継続支援（Ｂ型）　1人利用
　⑶タクシー料金又はガソリン代の助成
　　（ガソリン　134人利用、タクシー　51人利用）

◇障がい者サポーター研修会や出前講座の機会、広報掲載記事
などで、難病に対する理解啓発を実施。

42

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
の
推
進

こころの健康を保つた
め、ストレスや睡眠、
こころの病気などに関
する知識の普及啓発を
図るとともに、相談等
のサポート体制の充実
を、地域の保健・福
祉・医療機関、学校、
企業分野等と連携し推
進します。

◇広報・ホームページなどを活用したこころの病気などに関す
る情報を提供
　・広報掲載回数　　5回

◇出前講座「ストレス解消法（あなたの心、元気ですか）」を
実施
　・実施回数 　　　18回

◇こころの健康相談を実施
　・実施回数　　 　13回     ・相談人数　　24人

社
会
参
加
の
促
進

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
連
携

45

発
達
障
が
い
児
へ
の
支
援
（

再
掲
）

自閉症、アスペルガー
症候群等の広汎性発達
障がい、学習障がい
（ＬＤ）、注意欠陥多
動性障がい（ＡＤＨ
Ｄ）等の発達障がいを
有する児童・生徒に、
早期発見に必要な措置
や発達支援など、医
療、保健、福祉、教
育、就労関係機関など
と連携しながら、地域
における継続的な支援
を進めます。併せて、
発達支援学習会や講演
会を開催し、保護者等
の理解・知識向上を図
ります。

○

障
が
い
福
祉
課

◆県難病団体連絡協議会と連携し、県委託事業の医療福祉相談会に協力

◆保健所と連携し、在宅の難病患者に対し、障害福祉サービスの情報提供や、災害者要援
護者台帳の登録勧奨等を実施

◆広報媒体や障がい者サポーター制度と活用による難病に関する理解啓発を実施

43

医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
障
が
い
の

あ
る
人
の
受
け
入
れ
先
の
確
保

相談支援事業所と連携
し、医療的ケアが必要
な障がいのある人の受
け入れができる障がい
福祉サービス事業所の
確保に努めます。

◇障害福祉サービス給付費の支給による医療的ケアが必要な障
がい児・者の受け入れの促進
　⑴療養介護給付費　　　　 　55,113千円
　⑵短期入所（医療型）給付費　1,911千円

◇県と連携し、医療的ケアが必要な障がい児・者の受け入れが
できる障害福祉サービス事業所を確保するために、医療機関に
働きかけた。

○

障
が
い
福
祉
課

◆障害福祉サービス給付費の支給による医療的ケアが必要な障がい児・者の受け入れの促
進
　⑴療養介護給付費
　⑵短期入所（医療型）給付費

◆県と連携し、医療的ケアが必要な障がい児・者のニーズの把握に努め、医療機関等への
働きかけを実施

◎

保護者支援として、「発
達支援ハンドブック」等
を作成し、配布したほ
か、ペアレントプログラ
ム講座を開催した。

子
育
て
支
援
課

◆関係各課を集めた、発達支援連絡会議の開催
◆医療的ケア児支援連携協議会の開催
◆大垣市スマイルブックの普及啓発
◆関係部署と連携した園や学校への訪問支援の実施
　（作業療法士、公認心理師による園巡回訪問）
◆保護者、市民、支援者向け講演会の実施
◆５歳すこやか相談をはじめとする3事業の連携実施
◆保護者支援(学齢期・思春期)
◆オプトメトリスト相談の実施
◆発達検査
◆ペアレントプログラム講座の開催

◇発達支援連絡会議の開催　6回
◇医療的ケア児支援連携協議会の開催　2回
◇大垣市スマイルブックの新規発行　260人
◇訪問支援の実施
　作業療法士、公認心理師による園巡回訪問　13回
◇保護者、市民、支援者向け講演会の実施　　 1回
◇5歳すこやか相談をはじめとする3事業の連携実施
　⑴5歳すこやか相談　1,329人
　⑵カラダの育ち教室　延15園
　⑶少人数保育　実施なし
◇保護者支援　延213人
◇オプトメトリスト相談　7回
◇発達検査　50件
◇「発達支援ハンドブック」「早期発見・支援パンフレット」
の作成・配布
◇ペアレントプログラム講座の開催　　6回
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45‐2

45‐3

45‐4
◇障がいのある児童生徒の早期発見等のため必要な措置を図っ
た。
　⑴就学のための教育相談 　相談件数　235件
　⑵臨床心理士による個別知能検査の実施　198人
　⑶特別支援教育相談員　1人配置 ○

社
会
参
加
の
促
進

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
連
携

45

発
達
障
が
い
児
へ
の
支
援
（

再
掲
）

自閉症、アスペルガー
症候群等の広汎性発達
障がい、学習障がい
（ＬＤ）、注意欠陥多
動性障がい（ＡＤＨ
Ｄ）等の発達障がいを
有する児童・生徒に、
早期発見に必要な措置
や発達支援など、医
療、保健、福祉、教
育、就労関係機関など
と連携しながら、地域
における継続的な支援
を進めます。併せて、
発達支援学習会や講演
会を開催し、保護者等
の理解・知識向上を図
ります。

◇10か月児健康診査で、理学療法士による運動発達相談・指導
を実施
　160件
◇1歳6か月児健康診査で、心理相談員による発達相談・指導を
実施
　123件
◇3歳児健康診査で、心理相談員による発達相談・指導を実施
  108件
◇遊びの教室を実施
　延942人
◇5歳すこやか相談において医療相談を実施
　15件

○

保
健
セ
ン
タ
ー

◆10か月児健康診査で、理学療法士による運動発達相談・指導を実施
◆1歳6か月児健康診査で、心理相談員による発達相談・指導を実施
◆3歳児健康診査で、心理相談員による発達相談・指導を実施
◆遊びの教室を実施
◆5歳すこやか相談において医療相談を実施

◇特別支援コーディネーターの役割についての研修会を実施し
た。（2回）

◇発達の遅れ等がある5歳児を対象に個別の指導計画の作成を
進めた。また、継続的な支援を行なうため、スマイルブックを
活用した。

◇学校教育課と連携し、ことばの教室1人、プレイルーム担当
者2人、特別支援コーディネーター1人が就学相談や就学判定に
参加した。

◇22小学校区で保幼小連絡会を行い、支援のあり方や発達と学
びの様子について小学校と園との連携を図った。

◇小学校1日入学を全市一斉で行ったり（2/12・13）、保幼小
連携協議会（2/26）を実施し、新入学予定児の様子について小
学校と連携を図った。

○

保
育
課

◆特別支援コーディネーターの役割についての研修会を行う。

◆適切な支援と次年度への円滑な支援の接続を行うために、個別の教育支援計画や個別の
指導計画等の作成を進める。

◆個別の教育支援計画の作成における配慮事項に関わり、経年研修や役職研修などを活用
して、共通理解する。

◆学校教育課と連携し、就学相談や就学判定を行う。

◆22小学校区で保幼小連携協議会を行い、支援のあり方や発達と学びの様子について小学
校と園との連携を図る。

◆小学校1日入学を全市一斉で行ったり、保幼小連絡会を実施することで、新入学予定児の
様子について小学校と連携を図る。

学
校
教
育
課

◆障がいのある児童生徒の早期発見等のため必要な措置を図る。
　⑴就学のための教育相談　相談員　延200人
　⑵臨床心理士による個別知能検査の実施　250人
　⑶特別支援教育相談員　1人配置

16



上段／令和元年度事業実績

下段／令和2年度事業計画

施策
目標

施策
の

方向

事
業
番
号

施策
事業

施策事業内容
所
管
課

進
捗
状
況

備考
（継続以外の場合）

大垣市第三次障害者計画　令和元年度事業実績・令和2年度事業計画一覧表
（※進捗状況→　●：完了、◎：拡充、○：継続、△：見直し、×：廃止）

46‐1

46‐2

47

48

ス
ポ
ー

ツ
・
芸
術
文
化
活
動
の
推
進

◇社会福祉法人等との連携
　・社会福祉法人等が実施する文化活動等の周知や作品募集
　　への協力を行った。

◇各種文化活動教室の開催回数
　・手芸教室　年24回
　・肢体不自由者ﾊﾟｿｺﾝ教室　年12回
　・絵手紙教室　年12回　　　　 ・絵画教室　年12回
　・陶芸教室　　年 4回　　　　 ・健康講座  年 3回
　・視覚障がい者ﾊﾟｿｺﾝ教室　年 8回

◇障がい者作品展の開催
　・市役所ロビーにて、障がい児・者が製作した絵画や手芸
　　工芸品等の作品展示を開催（12月3日～13日）した。

◎

○

ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
活
動
の
支
援

幅広いスポーツ活動や
レクリエーション活動
を通じた社会参加を促
進するため、すべての
障がいのある人がその
特性と興味に応じて参
加できるスポーツ競技
大会等の開催や参加を
支援します。また、各
種ボランティア関連団
体との連携により、障
がい者スポーツ・レク
リエーションの振興を
図ります。

◇各種スポーツ・レクリエーション教室や大会の開催
　・フライングディスク教室　4回
  ・グランドゴルフ教室　　 23回
　・車いすダンス教室　     18回
　・ボウリング大会　        1回
　・西濃地区身体障害者体育大会　9月28日

◇全国大会出場者への激励金を交付
  ・全国障害者スポーツ大会
　・全日本選抜車いすテニスマスターズ

障
が
い
福
祉
課

47

文
化
活
動
へ
の
支
援

○

障がいのある人が文化
活動等を通して自己実
現や社会参加の機会を
広げることができるよ
うに、社会福祉法人や
支援団体等が行う各種
事業を支援します。

障
が
い
福
祉
課

◆対象者への制度周知
　・自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院）制度を周知し、利用の促進を図る

◆障害者差別解消法等の周知
　・障がいの特性や配慮方法、障害者差別解消法の施行について啓発活動を行う。

国
保
医
療
課 ◆身体・知的・精神障がい者に対し、医療費を助成(所得制限あり)

　（対象となる手帳及び等級・程度）
　　　⑴身体障害者手帳　1～4級
　　　⑵療育手帳　A1～B2
　　　⑶精神障害者保健福祉手帳　1・2級

◇対象者への制度周知
　・自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院）制度を
　　周知し、利用の促進を図った。
　　　⑴更生医療支給件数　  　128件
　　　⑵育成医療支給件数　  　 24件
　　　⑶精神通院支給件数　　1,670件

◇障害者差別解消法等の周知
　・障がいの特性や配慮方法について街頭啓発等で啓発活動
　　を行った。

48

障
が
い
者
医
療
の
充
実

障がいのある人の医療
費を助成することによ
る適切な医療の受診
と、自立支援医療（更
生医療・育成医療・精
神通院）の利用を促進
します。また、障害者
差別解消法の周知によ
り、医療従事者の障が
いに対する理解促進を
図ります。

文化活動の支援と障が
い者理解促進のため、
市主催の作品展を初め
て開催した。

障
が
い
福
祉
課

◆社会福祉法人等との連携
　・社会福祉法人等が実施する文化活動等の周知や作品募集への協力を行う。

◆各種文化活動教室の実施
　・手芸教室　  年24回　　　 　・肢体不自由者ﾊﾟｿｺﾝ教室　年12回
　・絵手紙教室　年12回　　　 　・絵画教室　年12回
　・陶芸教室　  年 4回　　　　 ・健康講座　年 3回
　・視覚障がい者ﾊﾟｿｺﾝ教室　年11回

◆障がい者作品展の開催

◇身体・知的・精神障がい者に対し、医療費を助成
　・身障（1～3級)  3,814人
　・療育(A1～B1) 　  689人
　・精神(1･2級)　　1,038人
　・身障(4級)　  　  348人
　・療育(B2)　　 　   42人

○

◆各種スポーツ・レクリエーション教室や大会の開催
　・西濃地区身体障害者体育大会　9月26日
　・卓球教室、グランドゴルフ教室、ゲートボール教室等（随時）
　・ボウリング大会、グランドゴルフ大会（各年2回）

◆全国大会出場者への激励金を交付
　・全国障害者スポーツ大会（鹿児島県） 10月24日～26日

◆パラスポーツ体験イベントを開催

社
会
参
加
の
促
進

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
連
携

46
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上段／令和元年度事業実績

下段／令和2年度事業計画

施策
目標

施策
の

方向

事
業
番
号

施策
事業

施策事業内容
所
管
課

進
捗
状
況

備考
（継続以外の場合）

大垣市第三次障害者計画　令和元年度事業実績・令和2年度事業計画一覧表
（※進捗状況→　●：完了、◎：拡充、○：継続、△：見直し、×：廃止）

49‐1

49‐2

50

51‐1

51‐2

◆資料整備目標
　・録音図書         532点　　　・大活字本　 1,800冊
　・字幕ビデオ     1,100点　　　・点字図書　 1,150冊
　・録音資料（CD)　2,600点　　　・映像資料（VHS,LD,DVD)   1,150点

◆郵送貸出目標　70件

◇生涯学習の支援
　⑴生涯学習のきっかけづくりの場として「大垣市かがやき
　　成人学校」を開催。市民や団体から講座の企画を募集
    し、絵画、音楽、健康など様々なジャンルの講座を展
    開。
  　　・講座数　　前期　64講座、後期　55講座
    　・受講者数　前期 1,762人、後期 1,425人
　
　⑵生涯学習の一環として「かがやき市民講座」を開催。
    　・講座開催数　7回 　・受講者数　延べ272人
　
　⑶生涯学習の一環として「かがやき体験講座」を開催。
　　　・講座数　16講座　　・受講者数　103人
　
　⑷市内で活動する生涯学習団体等を「大垣市生涯学習バン
　　ク」に登録し、情報提供を行った。
　
　⑸市職員による行政の取り組みや市民講師による経験や知
　　識を生かした 「大垣市かがやき出前講座」を実施。
　　　・講座数　  306講座　　・実施回数　406回
   　 ・受講者数 13,962人
　
　⑹地域資源を生かした体験講座の博覧会「おむすび博
　　（結ぶまちおおがき体験博）」を開催。
   　 ・講座数　　58講座　   ・受講者数　10,121人

○

社
会
参
加
の
促
進

ス
ポ
ー

ツ
・
芸
術
文
化
活
動
の
推
進

51

国
際
交
流
等
の
推
進

障がいのある人が国際
交流事業に参加する際
や、障がい者団体等が
行う国際交流事業に対
して必要な支援を行い
ます。

◇国際交流に関する手話通訳者等の派遣
　・派遣依頼なし

50

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
活
用

障がいのある人の社会
参加促進に係る手話通
訳者等の派遣を推進し
ます。また、障がいの
ある人の健康づくり
や、スポーツ活動、文
化活動などに、ボラン
ティアや福祉団体を積
極的に活用します。

◇手話通訳者、要約筆記者等の派遣の実施
　⑴手話通訳者・奉仕員派遣件数　　194件
　⑵要約筆記者・奉仕員派遣件数　　 10件

◇視覚障がい者パソコン教室（年8回）において、福祉団体に
サポートをしていただいた。

49

生
涯
学
習
活
動
の
充
実

障がいのある人もない
人も同じように生涯学
習活動に参加できるよ
う配慮するとともに、
市民やＮＰＯ法人によ
る学習講座の企画・運
営を支援します。市立
図書館においては、Ｃ
Ｄ・ＤＶＤなどの視聴
覚図書や録音図書、点
字図書、拡大図書など
を充実するとともに、
郵送貸出の利用を促進
し、学習機会の充実を
図ります。

◆大垣国際交流協会が実施する事業における支援
　⑴ホームページやチラシ作成の際に、視覚（色覚）障がい者に配慮した色使いになる
　　よう努める。
　⑵障がい者が国際交流事業に参加する際に、車いす専用駐車場を確保する等、障がい
　　者に配慮した事業運営に努める。

◇大垣国際交流協会が実施する事業における支援
　⑴ホームページやチラシ作成の際に、色覚障がい者に配
　　慮した色使いになるよう努めた。
　⑵障がい者が国際交流事業に参加する際に、車いす専用
　　駐車場を確保する等、障がい者に配慮した事業運営に
　　努めた。

○
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

市
民
活
動
推
進
課

◆かがやき成人学校の開催
◆かがやき体験講座の開催
◆かがやき市民講座の開催
◆かがやき出前講座の開催
◆おむすび博の開催

◇資料整備実績
　・録音図書(DAISY含む)    489点  ・大活字本　  1,803冊
　・字幕ビデオ　　　　　　 629点  ・点字図書    1,003冊
　・録音資料（CD)　 　　 2,410点
　・映像資料（VHS,LD,DVD)  939点

◇郵送貸出実績
　・点字雑誌　92件、ＣＤ　26件　（合計　118件）

○

図
書
館

○

障
が
い
福
祉
課

◆手話通訳者、要約筆記者等の派遣

◆障がい者対象のスポーツ活動や文化活動において、ボランティアや福祉団体を積極的に
活用する。

○

障
が
い
福

祉
課 ◆障がい者団体等が行う国際交流事業について、必要な意思疎通支援を行うため、依頼に

より手話通訳者などの派遣を実施する。
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下段／令和2年度事業計画
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大垣市第三次障害者計画　令和元年度事業実績・令和2年度事業計画一覧表
（※進捗状況→　●：完了、◎：拡充、○：継続、△：見直し、×：廃止）

52‐1

52‐2

52‐3

53‐1

53‐2

54

55

52

歩
道
や
公
園
等
の
整
備

歩道の拡幅や段差の解
消、視覚障がい者誘導
用ブロックの設置、視
覚障がい者に配慮した
信号機の設置、都市公
園のバリアフリー化や
多目的トイレの設置な
ど障がいのある人が安
全でかつ快適に円滑な
外出ができるよう環境
整備を推進します。

障
が
い
福
祉
課

◆バリアフリー化やユニバーサルデザインの促進
　・障害福祉サービス事業所が行う施設整備や大規模店舗の出店時等に、施設のバリア
　　フリー化やユニバーサルデザインへの配慮に関する情報の提供と啓発を行う。

バ
リ
ア
フ
リ
ー

・
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
ま
ち
づ
く
り

バ
リ
ア
フ
リ
ー

社
会
の
実
現

公
園
み
ど
り
課

◆公園の整備
　・外渕南公園      8,300千円（多目的トイレの設置）
　・外渕東公園整備 13,500千円（公園全体のバリアフリー化）
　・外渕公園整備   10,600千円（公園拡張によるバリアフリー化）
　・綾野北公園整備 13,500千円（公園全体のバリアフリー化）
　・新綾野第２公園 19,000千円（公園全体のバリアフリー化）

○
管
理
課

◇公園の整備
　・外渕東公園  40,944千円（公園全体のバリアフリー化）
　・丸の内公園  67,703千円（公園全体のバリアフリー化）
　・中曽根公園   8,234千円（多目的トイレの設置）

◆視覚障がい者用信号機の設置
　・自治会、障がい者団体等の要望に基づき、公安委員会に要望する。

道
路
課 ◆歩道の整備

　・視覚障がい者誘導用ブロック設置、段差解消
  　  丸の内　5箇所、林町　2箇所

◇視覚障がい者用信号機の設置
　・自治会等から具体的な要望なし

○

◇歩道の整備
　・視覚障がい者誘導用ブロック設置、段差解消
    　林町　2箇所

○

◇継続的な普及活動の実施
　・大垣市ユニバーサルデザイン・サインマニュアルやユ
　　ニバーサルデザインのまちづくりを推進するためのＰ
　　Ｒ漫画等を活用し、市ホームページでの普及啓発を行
　　った。

○
地
域
創
生
戦
略
課

◆継続的な普及活動の実施
　・市民、事業者、行政が、それぞれの立場から、ユニバーサルデザインの意義や重要性
　　について理解を深めてもらうため、継続的な普及啓発活動を行う。

53

バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
・
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
導
入

の
推
進

誰もが安心して生活
し、社会参加すること
ができるまちにするた
め、「バリアフリー新
法」や「岐阜県福祉の
まちづくり条例」に基
づいた公共施設の整備
を推進します。民間事
業者が設置する不特定
多数の市民が出入りす
る建築物についても、
バリアフリー化やユニ
バーサルデザインの導
入を促すため、普及・
啓発に努めます。

◇バリアフリー化やユニバーサルデザインの促進
　・大規模店舗の出店時等に、バリアフリー化やユニバー
　　サルデザインに関する法令等の情報提供に努めた。 ○

障
が
い
福
祉
課

◆日常生活用具（住宅改修）の支給
　・重度身体障がい者が居住する既存住宅について、障がい特性に適した改修を行うため
　　の整備費用を一部助成する。
　　　支給件数（予算）　4件　1,200千円

55

学
校
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
の
推

進 特別な支援を必要とす
る障がいのある子ども
が安心して就学できる
よう、階段昇降機、身
体障がい者用トイレ、
スロープ、階段の手す
り設置など、学校施設
のバリアフリー化を推
進します。

◇小学校トイレ改修
　・トイレの床段差解消　15か所
　　（宇留生 3、日新 3、中川 3、小野 3、綾里 3）
　　※市内小学校トイレ床段差解消について改修完了

◇中学校トイレ改修
　・トイレの床段差解消　10か所
　　（江並 4、星和 3、西部 3）

○

教
育
庶
務
課

◆中学校トイレ改修
　・トイレの床段差解消　15か所
　　（東 3、北 4、江並 4、星和 2、上石津 2）

54

住
宅
改
修
の
促
進

個人住宅の改造につい
て、自立した日常生活
が送れるよう住宅改修
助成事業の利用促進を
図ります。

◇日常生活用具（住宅改修）の支給
　・重度身体障がい者が居住する既存住宅について、障が
　　い特性に適した改修を行うための整備費用を一部助成
　　した。
　　　支給件数　2件　411千円

○
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56

57‐1

57‐2

58

バ
リ
ア
フ
リ
ー

社
会
の
実
現

バ
リ
ア
フ
リ
ー

・
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン

の
ま
ち
づ
く
り

合
理
的
配
慮
と
情
報
提
供
の
充
実

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局 ◆令和3年2月5日任期満了の岐阜県知事選挙投票において、次のとおり実施する。

　⑴車椅子利用者等用投票記載台の設置（全投票所）
　⑵点字器、文鎮の配備（全投票所）
　⑶入口等の段差解消用仮設スロープの設置（必要な投票所）
　⑷車椅子の配備（全投票所）

56

選
挙
等
に
お
け
る
障
壁
へ
の
配
慮

障がいのある人の社会
参加促進と権利擁護を
図るため、選挙等にお
いて円滑に投票できる
よう、投票所施設・設
備等について、必要な
配慮を行います。

◇平成31年4月7日執行の岐阜県議会議員選挙、平成31年4月21
日執行の大垣市議会議員選挙及び令和元年7月21日執行の参議
院議員通常選挙投票において次のとおり実施した。
　⑴車椅子利用者等用投票記載台の設置（全投票所）
　⑵点字器、文鎮の配備（全投票所）
　⑶入口等の段差解消用仮設スロープの設置（18投票所）
　⑷車椅子の配備
　　・県議選：27投票所、施設常設14投票所（全投票所）
　　・市議選：27投票所、施設常設14投票所（全投票所）
　　・参院選：27投票所、施設常設14投票所（全投票所）

○

障
が
い
福
祉
課

◆点字の広報、議会だよりの発行委託
　・広報　年24回　　・議会だより　年4回

◆声の広報、議会だよりの発行委託
　・広報　年24回　　・議会だより　年4回

◆視覚障がい者への配慮としてSPコードを一部文書に印刷し、市章を打刻した封筒にて発
送する。

◇広報紙発行にあたっては、読みやすい紙面づくりに努めた。
また、ホームページに文字の大きさ変更・文字の読み上げ・色
調変更の機能を備え、誰もが閲覧しやすい画面づくりに努め
た。

◇広報紙（令和元年12月1日号の4・5面）で障がい者のアート
作品やダンススクールに取り組む子どもたちの姿を紹介し、障
がい者への理解を深める特集を掲載した。

○

秘
書
広
報
課

◆読みやすく、わかりやすい広報紙等の作成

◆広報紙による障がい者福祉サービスなどの情報提供

57

情
報
提
供
の
充
実

市の広報やホームペー
ジについて、大きな文
字を使用するなどの工
夫をして障がいのある
人を含めた誰もが読み
やすい、わかりやすい
広報の充実を図りま
す。また、多種多様な
障害福祉サービスにつ
いて、広報、ホーム
ページ、リーフレット
の配布などにより一層
の周知を図ります。

◇点字の広報、議会だよりの発行委託
　・広報　年24回、議会だより　年4回

◇声の広報、議会だよりの発行委託
　・広報　年23回、議会だより　年4回

◇視覚障がい者への配慮としてSPコードを一部文書に印刷し、
市章を打刻した封筒にて発送した。また、新規視覚障害者手帳
交付者に対し窓口で打刻入り封筒等の案内を行い、対象者の拡
充を行った。

○

○

障
が
い
福
祉
課

◆市職員に対する各種研修の実施
　・障がい者理解の研修等への参加を呼びかける。また、障がい者への合理的配慮事例や
　　相談事例の報告と周知を通じて理解向上を図る。

◆障害者差別解消法関連
　⑴合理的配慮事例等の調査および事例集等の周知　年2回
　⑵「障がいのある方への配慮マニュアル（職員対応要領）」等の周知

◆障害者計画等の評価と周知
　・障害者計画や障害福祉計画の事業実施評価を通して、障がい者に対する支援施策を推
　　進する。

58

行
政
サ
ー

ビ
ス
等
に
お
け
る
配
慮

職員対応要領（配慮マ
ニュアル）を作成し、
障がい特性の理解と対
応方法、合理的配慮事
例などを市職員に周知
し、障がいに関する知
識や対応力の向上を図
り、適切な合理的配慮
の提供に努めます。

◇市職員に対する各種研修の実施
　・新規採用職員研修にて障がい特性と配慮方法を周知し
　　た。

◇障害者差別解消法関連
　⑴合理的配慮事例の調査　上期（19件）、下期（24件）
　⑵合理的配慮事例を情報共有するとともに、「障がいの
　　ある方への配慮マニュアル（職員対応要領）」及び
　　「合理的配慮チェックシート」の周知を実施した。

◇障害者計画等の評価と周知
　・障害者計画や障害福祉計画の評価作業を通じて、障が
　　い者に対する支援施策の推進を図った。
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59

60

61

62

合
理
的
配
慮
と
情
報
提
供
の
充
実
充
実

59

情
報
マ
ッ

プ
の
充
実

市内の医療機関や福祉
サービス事業所等の情
報を提供する「在宅医
療マップ」や、公共施
設や店舗等のバリアフ
リー情報を提供する
「福祉ガイドブック」
の充実を関係機関とと
もに図り、障がい者の
自立生活を支援しま
す。

◇在宅医療マップの障がい福祉サービス事業所情報を更新する
とともに、県内施設のバリアフリー情報を紹介するウェブ版福
祉ガイドブック「おでかけタウンマップぎふ」の活用を周知す
るなど、安全・安心情報の発信を行った。 ○

障
が
い
福
祉
課

◆在宅医療マップの障がい福祉サービス事業所情報を更新するとともに、県の福祉ガイド
ブックを活用するなど、安全・安心情報の発信を行う。

60

消
費
生
活
の
安
全
と
充
実

障がい者の消費者とし
ての利益の擁護が図ら
れるよう、消費生活相
談室等と連携し、情報
の提供に努めます。

◇消費生活相談の実施
　⑴障がい者の権利の尊重と自立のための支援として、消費
　　生活に関する相談等があれば、随時、消費生活相談員が
　　対応した。
　⑵事業者と障がい者との間に生じた消費生活に関する苦情
　　が、適切かつ迅速に処理されるよう努めた。

○

ま
ち
づ
く
り

推
進
課

◆消費生活相談の実施
　⑴障がい者の権利の尊重と自立のための支援として、消費生活に関する相談等があれ
　　ば、随時、消費生活相談員が対応。
　⑵事業者と障がい者との間に生じた消費生活に関する苦情が、適切かつ迅速に処理さ
　　れるよう努める。

61

広
報
等
に
よ
る
啓
発

障がいのある人に対す
る総合的な理解を図る
ため、年１回を目途に
広報などに特集記事を
掲載するとともに、
ホームページやメール
配信サービスを利用し
た啓発を行います。ま
た、障がいのある人や
障がい者団体などと連
携し、「障害者週間」
等の様々な機会を通じ
て障がいに対する理解
促進を図ります。

◇広報等による啓発の実施
　・広報おおがき12月1日号に障がいに関する特集記事を掲
　　載。（障がい者マーク及び障がい者虐待防止法など）

◇障害者週間における啓発の実施
　⑴「障害者週間記念講演会」を12月7日に市総合福祉会館に
　　て開催
　　　・講師　　　大西暢夫氏（写真家／映画監督）
　　　・参加人数　166人
　⑵街頭啓発を、4月2日に大垣駅周辺で、12月8日にイオンモ
　　ール大垣（外野）にて実施

◇元気ハツラツ市での啓発の実施（6月2日）

○

障
が
い
福
祉
課

◆広報等による啓発の実施
　・広報おおがきやホームページ等に「障がい者特集」を掲載する（年1回）。
　　また、定期的にヘルプマークの周知記事や障がいの特性と配慮方法に関す
　　るコラムを掲載する。

◆障害者週間における啓発の実施
　⑴パラスポーツ体験交流会　　11月下旬予定
　⑵障害者週間街頭啓発　　　　12月2日予定

62

成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進

成年後見制度による支
援を必要とする障がいの
ある人やその家族に対
し、情報提供に努めま
す。また、身寄りのない
障がいのある人等につい
て、市長が積極的に法定
後見開始の審判の申立
てを家庭裁判所に行うと
ともに、必要経費の助成
を受けなければ成年後
見制度の利用が困難な
人への支援を行うこと
で、成年後見制度の利用
を促進します。

◇成年後見制度の周知
　・窓口にパンフレットを配置するほか、障がい者の暮らし
　　を支える協議会権利擁護部会において、障害者団体の方
　　を対象に研修会を実施し、成年後見制度の理解を図ると
　　ともに利用を促した。
　　　開催日　2月4日　　　参加人数　166人

◇成年後見制度利用支援事業の実施
　⑴障がい者の成年後見制度の市長申し立ての実施
　　　申し立て件数　1件
　⑵後見人等報酬助成の実施
　　　助成件数　　　5件

○

障
が
い
福
祉
課

◆成年後見制度の周知
　⑴成年後見制度の仕組みを市民に周知するとともに、障がい者の暮らしを支える協議会
　　の権利擁護部会において、障がい福祉サービス事業所の職員や家族、地域の方などを
　　対象に研修を実施し、制度の理解と積極的な支援を図る。
　⑵障害者・児を抱える家族の不安を解消するため、専門家による勉強会を実施する。

◆成年後見制度利用支援事業の実施
　⑴施設や病院からの依頼を受け、親族調査を実施し、市長申立ての手続きを検討する。
　⑵成年後見制度の利用が困難な人に対して、後見人報酬助成を行う。

バ
リ
ア
フ
リ
ー

社
会
の
実
現

障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
と
権
利
擁
護
の
推
進
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63

64

65

66

バ
リ
ア
フ
リ
ー

社
会
の
実
現

障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
と
権
利
擁
護
の
推
進

63

苦
情
解
決

障害福祉サービス事業
所に対する苦情につい
て、県や相談支援事業所
等の関係機関と連携し、
解決を図ります。また、利
用者の権利を擁護し、
サービスを適切に利用で
きるよう支援します。

◇苦情相談窓口の活用
　・岐阜県運営適正化委員会が作成したパンフレットを障が
　　い福祉課窓口等に配置・配布し、福祉サービスに関する
　　苦情相談窓口について周知した。

◇相談支援事業者等との連携
　・サービス利用者や相談支援専門員と連携し、苦情や課題
　　を把握し、定期的な事業所の訪問に努めた。

○

障
が
い
福
祉
課

◆苦情相談窓口の活用
　・障害福祉サービス事業所に関する苦情については、苦情相談窓口である岐阜県運営適
　　正化委員会を紹介し、問題の解決を図る。

◆相談支援事業者等との連携
　・サービス利用者や相談支援専門員と連携し、苦情や課題を把握し、定期的な事業所の
　　訪問に努める。

65

人
権
相
談
な
ど
の
充
実

市民の正しい理解と認識
を深め、障がいのある人
の人権を尊重するため、
不当な差別・人権侵害・
虐待などの相談に対し、
障がい者虐待防止セン
ターなどの活用や人権擁
護委員・関係機関との連
携により、相談・支援体
制の充実に努めます。

◇人権相談などの充実
　・大垣地域（毎月開催）　　　相談件数　7件
　・上石津地域（奇数月開催）　相談件数　0件
　・墨俣地域（奇数月開催）　　相談件数　0件

◇人権擁護委員協議会との連携・関係強化
　・負担金　年間 727,000円

◇人権尊重意識の高揚のための啓発活動
　・法務局、人権擁護委員協議会主催の街頭啓発の実施
　　（12月1日：イオンタウン大垣）

◇市広報紙、人権Ｌetter（8月・2月発行）、ホームページに
よる相談日等の紹介

○

人
権
擁
護
推
進
室

64

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
の
利

用
促
進

障がいなどにより日常生
活に必要な金銭の管理
等に不安がある人に対し
て、適切な福祉サービス
の利用や公共料金の支
払い等を支援する日常生
活自立支援事業の普
及、啓発を、事業の実施
主体者である大垣市社
会福祉協議会と連携して
図ります。

◇日常生活自立支援事業の情報提供
　・市の相談窓口や委託相談支援事業、生活困窮者自立支援
　　法に基づく自立相談支援事業において、必要に応じて、
　　日常生活自立支援事業に関する情報提供を実施した。

○

◆人権相談などの充実
　・大垣地域　毎月開催
　・上石津地域、墨俣地域　奇数月開催

◆人権擁護委員協議会との連携・関係強化
　・負担金　年間 716,000円

◆人権尊重意識の高揚のための啓発活動
　・法務局、人権擁護委員協議会主催の街頭啓発（12月6日：イオンタウン大垣）

◆市広報紙、人権Ｌetter（年2回発行）、ホームページによる相談日等の紹介

障
が
い
福
祉
課

◆日常生活自立支援事業の情報提供
　・市の相談窓口や委託相談支援事業、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事
　　業において、必要に応じて、日常生活自立支援事業に関する情報提供を実施する。

◇障がい者虐待防止の啓発
　・パンフレットを窓口に設置するとともに広報おおがき
　　を活用し、虐待防止への意識向上や通報等の啓発を図
　　った。（広報おおがき12月1日号に掲載）

◇大垣市障がい者の暮らしを支える協議会権利擁護部会の開催
　⑴実施回数　　2回
　⑵内容
　　　・成年後見制度利用促進研修会の実施
　　　・障害者虐待防止研修会の実施

○

障
が
い
福
祉
課

◆障がい者虐待防止の啓発
　・パンフレットや広報おおがきを活用し、虐待防止への意識向上や通報等の啓発を図
　　る。

◆大垣市障がい者の暮らしを支える協議会の権利擁護部会の開催
　・理解を深めるための講演や事例検証等を通じて、関係機関による障がい者虐待防止
　　ネットワークの体制を充実させる。

66

障
が
い
者
虐
待
の
防
止

障がいのある人への虐
待について、市と関係機
関が連携を図り、虐待事
案への対応に努めます。
また、家庭や職場、施設
等における虐待防止に対
する意識を高めるための
啓発に努めます。
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67

68

69

70‐1

70‐2

バ
リ
ア
フ
リ
ー

社
会
の
実
現

安
心
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

災
害
等
の
緊
急
時
に
お
け
る
安
全
・
安
心
の
確
立

相
互
理
解
と
交
流
を
通
じ
た
こ
こ
ろ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

67

福
祉
教
育
の
推
進

児童・生徒の発達段階
や実態に応じ、訪問活
動などの体験を通して
障がいや障がいのある
人に対する正しい理解
と認識を深める学習
を、教科や道徳、総合
的な学習の時間などに
位置付けて実施しま
す。

◇福祉教育の推進
　・各学校（小学校は主に6年生、中学校は主に2年生）の総
　　合の授業の中で、年1回、障がいから生じる困難を体験す
　　る授業を行い、正しい理解を促した。

○学
校
教
育
課

◆福祉教育の推進
　・学校教育において、児童が障がいから生じる困難を体験する授業を行うなどして正し
　　い理解を促す。また、自分にできることを自ら探し、進んで行動がとれるよう、具体
　　的な取り組みを促す。

68

交
流
及
び
共
同
学
習
の
推
進

(

再
掲
）

障がいのある児童・生
徒と障がいのない児
童・生徒とが、互いに
理解を深め合い、共に
豊かな人間性を育み、
学習のねらいを達成で
きるような、学校内、
学校間での交流及び共
同学習を推進します。

◇交流及び共同学習の推進
　・障がいのある児童と障がいのない児童とが、日常的な交
　　流や共同体験を通じて互いに理解を深め合い、ともに豊
　　かな人間性を育むことができるよう、特別支援学級と通
　　常学級において交流及び共同学習の推進を図った。
　　　⑴小学校　19校　45学級
　　　⑵中学校　 9校　22学級

○

学
校
教
育
課

◆交流及び共同学習の推進
　・障がいのある児童と障がいのない児童とが、日常的な交流や共同体験を通じて互いに
　　理解を深め合い、ともに豊かな人間性を育むことができるよう、特別支援学級と通常
　　学級、特別支援学校と居住地校において交流及び共同学習の推進を図る。

69

あ
ら
ゆ
る
場
・
機
会
を
通
じ
た
こ

こ
ろ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の
推
進

「障がいのある人もな
い人も互いの個性を尊
重し、共に安心して暮
らせる市民協働による
自立支援社会づくり」
の基本理念に基づき、
地域や学校での相互交
流の機会を捉え、啓発
の充実を図ります。

◇出前講座や障がい者サポーター講習会の開催
　⑴出前講座「障がいの特性と配慮について」
　　　開催回数　2回
　　　（他に出前形式で荒崎小学校、大垣西高校に3回実施）
　⑵障がい者サポーター講座
　　　開催回数　3回（6・9・12月）

○

障
が
い
福
祉
課 ◆出前講座や障がい者サポーター講習会の開催

　⑴出前講座「障がいの特性と配慮について」
　⑵障がい者サポーター講座　4回開催予定

○

社
会
福
祉
課

◆災害時要援護者台帳登録事業の実施
　⑴自治会、民生児童委員、社会福祉協議会、大垣警察署、養老警察署、大垣消防組合、
　　養老町消防本部、養老町消防署上石津分署に台帳リストを配布
　⑵広報や手帳交付時などに、事業の周知を図る
　⑶一人ひとりの災害時要援護者の状況に応じた災害時の避難行動支援個別計画の作成

◇自治会において、防災資機材の購入を促進する「自主防災組
織支援事業」を推進。資機材の積極的な導入により組織設置を
推進した。
　・助成件数　182団体
　　（購入額に対して1/2の補助。15万円を限度額とする）

○危
機
管
理
室 ◆自治会単位で災害発生時の応急活動を効果的に行うため自主防災組織の設置を推進

◇災害時要援護者台帳登録事業の実施
　⑴全体の登録件数　　3,908人
    　うち障がい者分 　 914人(R2.3.31現在)
　⑵台帳リストの配布（6月・12月）
　　・配布先
　　　　自治会、民生児童委員、社会福祉協議会、大垣警察
　　　　署、養老警察署、大垣消防組合、養老町消防本部、
　　　　養老町消防本部上石津分署

◇災害時要援護者台帳登録事業の周知
　・新規の障害者手帳交付時などにチラシを渡すなど、
　　事業の周知を図った

◇避難行動支援個別計画の作成
　・全体の作成件数　 3,415人
　　　うち障がい者分　 780人(R2.3.31現在)

70

地
域
防
災
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
整
備

障がいのある人や高齢
者などの要配慮者につ
いて、災害時における
救助・安否確認などの
初動体制を確立するた
め、自治会、自主防災
組織、地域住民が中心
となる地域防災ネット
ワークの整備や地域に
おける要援護者台帳の
整備を支援します。
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71‐1

71‐2

72‐1

72‐2

73

安
心
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

災
害
等
の
緊
急
時
に
お
け
る
安
全
・
安
心
の
確
立

73

緊
急
通
報
装
置
の
整
備

重度障がいのあるひと
り暮らしの人に、何ら
かの緊急事態が発生し
た場合に、簡単な操作
によって消防署などに
通報ができる緊急通報
システムの普及を図り
ます。

72

防
犯
・
防
災
知
識
の
普
及
、

啓
発

広報やホームページな
どを活用し、犯罪被害
の未然防止のための防
犯知識や災害発生時の
安全な避難のための防
災知識などの普及、啓
発を図るとともに、一
般市民を対象に障がい
のある人への援助に関
する知識の普及に努め
ます。また、市が行う
防災訓練への障がいの
ある人の積極的な参加
を推進します。

◎

避難所において支援者
と障がい者との意思疎
通を図るコミュニケー
ションボードを作成し設
置した。

障
が
い
福
祉
課

◆メール119番、安心ファクス、電話お願い手帳アプリ版等の周知
　・聴覚障がい者及び言語障がい者に対する通報手段を周知

◆災害時障がい者支援用グッズの配布
　・障がい者が身に着けることで、意思疎通などの支援の必要性をアピールできる災害時
　　支援用バンダナを無償配布する。

◇以下の4エリアに屋外拡声子局を増設。
　・開発町　（和合団地集会所広場）
　・十六町　（十六町大野排水機場）
　・多芸島町（多芸島公園）
　・池尻町　（池尻公園）

○危
機
管
理
室 ◆防災行政無線の難聴地域解消のため、屋外拡声子局の増設整備を行う。

◇携帯メール119番、安心ファクスの周知
　・聴覚障がい者及び言語障がい者に対する通報手段を周知

◇災害時障がい者支援用グッズの配布
　・障がい者が身に着けることで、意思疎通などの支援の必
　　要性をアピールできる災害時支援用バンダナを無償配布
　　した。
　・言葉によるコミュニケーションが困難な障がい者との意
　　思確認を図るため、災害用コミュニケーション支援ボー
　　ドを作成し、避難所である小中学校32施設に設置した。

障
が
い
福
祉
課

◆広報やホームページのほか、防災啓発チラシを作成し、防災知識の普及・啓発を図る。

◆地域における防災訓練に障がいのある人が参加できるように支援する。

◇防犯・防災知識の普及、啓発を実施
　⑴水の都おおがきジュニア防災士養成講座開講
　　　修了者　59人
　⑵大垣市防災リーダースキルアップ講座開催
　　　修了者　39人
　⑶出前講座開催
　　　・開催回数　37回　　・受講者数　1,997人
　⑷清流の国ぎふ防災減災センターからの防災士養成講座お
　　知らせを市ホームページに掲載

○

危
機
管
理
室

◇防災知識の普及・啓発
　・防災訓練時に自治会を通じて、災害時障がい者支援用バ
　　ンダナを配布した。
　・障がい者団体の研修時等に防災研修の実施を勧奨した。

○

◆広報紙やホームページを利用した防犯・防災知識の普及、啓発を実施する。

◆自主防災訓練の補助や防災出前講座を実施する。

◇見守りほっとライン（緊急通報システム）の周知
　・新規に手帳を交付された者に対し、交付の際の制度説明
　　において、見守りほっとライン（緊急通報システム）に
　　ついて説明し、制度を周知した。
　　　利用件数　2件（継続　2件、新規　0件） ○

障
が
い
福
祉
課

◆見守りほっとライン（緊急通報システム）の周知
　・独居の重度身体障がい者に対して、急病や災害等の緊急時に、迅速かつ適切に対応す
　　る見守りほっとライン（緊急通報システム）の貸与・給付制度を周知する。

71

情
報
連
絡
体
制
の
確
保

障がいのある人に対す
る災害緊急情報の連絡
体制の整備、各避難所
などにおける情報連絡
体制の確保のため、障
がいのある人や障がい
者団体、ボランティア
団体等との連携を図り
ます。

24
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74

75

76

77

地
域
ぐ
る
み
で
取
組
む
福
祉
の
推
進

安
心
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

障がいのある人と地域
との交流を促進するた
め、障がい者団体、障
がい者施設が地域住民
と共に行う各種行事
（バザーや夏祭り、運
動会など）の開催を今
後も積極的に支援する
とともに、市内の障が
い者施設の地域交流を
社会福祉法人や障がい
者団体とともに推進し
ます。

市
民
活
動
推
進
課

◆ＮＰＯなど市民活動の支援
　⑴事業費等の補助を行う市民活動助成
　⑵多目的交流イベントハウスの管理運営
　⑶まちづくり市民活動支援センター運営
　⑷市民活動情報を発信する「かがやきポータルサイト」の運営

76

地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
の

支
援

市民の生活に密接に関
係する地域単位におい
て、地域の自治会、民
生委員・児童委員、ボ
ランティア、ＮＰＯ法
人などで構成される互
いの協力と助け合いを
目的とするネットワー
クづくりを支援しま
す。

災
害
時
の
緊
急
時
に
お
け
る
安

全
・
安
心
の
確
立 74

福
祉
避
難
所
の
確
保

災害発生後、できるだ
け早い時期に、通常の
避難所生活が困難な障
がいのある人に対し
て、適切な保健・福祉
サービスを提供できる
ような福祉避難所の確
保に努めます。また、
迅速かつ円滑に避難所
の運営ができるよう、
社会福祉施設等と連携
した体制づくりに努め
ます。

福
祉
人
材
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
養
成
と
確
保

77

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
市
民
活
動
へ
の
支
援

市民の自発的な公益活
動を促進するため、Ｎ
ＰＯ法人等が実施する
市民活動に対して、事
業費等の補助を行う市
民活動助成制度を実施
します。

◇ＮＰＯなど市民活動の支援
　⑴大垣市まちづくり市民活動育成支援条例に基づき、登録
　　を行った市民活動団体に対し、資金助成を行った。
　　　・登録団体数　　260団体
　　　・市民活動助成　　4団体（619,864円）
　　　・初めの一歩助成　2団体（150,303円）
　　　・団体設立助成　　7団体（138,695円）
　⑵市民活動の拠点施設「多目的交流イベントハウス」の管
　　理運営を行った。
　　　・会議室利用件数　1,916件
　　　・利用者数　　　 25,400人
　　　・相談件数　　　　　450件
　⑶市民活動に関する支援・相談を行う機関「まちづくり市
　　民活動支援センター」の運営を行った。
　　　・相談件数　581件
　⑷市民活動団体の紹介やイベント案内・施設の空き状況検
　　索及び予約・地域ＳＮＳなど、様々な市民活動情報を提
　　供する「かがやきポータルサイト」の運営を行った。
  　　・登録団体数　247団体
  　　・トップページアクセス数　3,646件

○

障
が
い
福
祉
課

◆障がい者団体の行事を支援
　・「身体障害者福祉大会」「夏の福祉まつり」の支援

◆障がい者施設における地域住民との交流
　⑴川並地区センターまつりの開催（地域と柿の木荘、かわなみ作業所の共同開催）
　⑵かわなみ作業所、柿の木荘が各種バザー等に参加
　⑶周辺の学校等との交流会の開催

◇福祉避難所の体制整備
　・障がい者等社会的弱者の避難場所を確保するため、社会
　　福祉施設等と協定締結を推進した。
　　　指定数　26施設
　　　（令和元年度は1施設を追加指定）

◎
新たに障害者支援施設
を福祉避難所に指定し
た。

75

地
域
交
流
の
促
進

◇地域におけるネットワークづくりの支援
　・社会福祉協議会が実施する「あんしん見守りネットワー
　　ク事業」を地域福祉計画に位置づけ、支援
　
　※あんしん見守りネットワーク事業・・・自治会、民生委
　　員･児童委員、福祉推進委員等による見守りネットワーク
　　づくり

○

社
会
福
祉
課

◆地域におけるネットワークづくりの支援
　・社会福祉協議会が実施する「あんしん見守りネットワーク事業」を地域福祉計画に位
　　置づけ、支援

◆福祉避難所の体制整備
　・障がい者等社会的弱者の避難場所を確保するため、社会福祉施設等と協定締結を推進
　　するとともに、運営が迅速かつ円滑に行えるような体制の整備を図る。

社
会
福
祉
課

◇障がい者団体の行事を支援
　・「身体障害者福祉大会」「夏の福祉まつり」の支援

◇障がい者施設における地域住民との交流
　⑴川並地区センターまつりの開催
　　　開催内容　　模擬店、ステージ、授産製品の展示
　⑵かわなみ作業所、柿の木荘が各種バザー等に参加
　⑶川並小、江並中、大垣東高校、大垣工業高校等との
　　交流会の開催

○

25
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78

79

80

81

82

安
心
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

福
祉
人
材
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
養
成
と
確
保

◇手話通訳者、要約筆記者等の派遣の実施
　・手話通訳者・奉仕員派遣件数　　194件
　・要約筆記者・奉仕員派遣件数 　  10件

◇視覚障がい者パソコン教室（年8回）において、福祉団体に
サポートをしていただいた。

○障
が
い
福
祉
課

◆手話通訳者、要約筆記者等の派遣

◆障がい者対象のスポーツ活動や文化活動において、ボランティアや福祉団体を積極的に
活用する。

障
が
い
福
祉
課

◆専門研修等の機会の提供
・相談支援事業所の相談支援専門員や窓口担当職員等を対象にした専門的な研修会や、障
　がい福祉サービスに関する制度改正についての説明会への参加を促す。

○

社
会
福
祉
課

◆ボランティア市民活動支援センターへの支援
　・ボランティア市民活動支援センター運営について協力・連携を図る。

◇手話・点訳・音訳講習会の開催
　・手話奉仕員養成講座等を開催し、奉仕員等の確保に努
　　めた。
　　　⑴手話奉仕員養成講座　全46回（修了者10人）
　　　⑵点訳講習会　　　　　全29回（修了者 3人）
　　　⑶音訳講習会　　　　　全15回（修了者 4人）

◇広報等を活用した周知
　・広報や福祉部メールマガジン等を活用して、ボランティ
　　ア活動を周知し、活動への参加を促した。

○

障
が
い
福
祉
課

◆手話・点訳・音訳講習会の開催
　・手話奉仕員養成講座等を開催し、奉仕員等の確保に努める。
　　　⑴手話奉仕員養成講座　全46回
　　　⑵点訳講習会　　　　　全29回
　　　⑶音訳講習会　　　　　全15回
◆広報等を活用した周知
　・広報やメールマガジン（福祉部・障がい者サポーター）を活用して、ボランティア活
　　動を周知し、活動への参加を促す。

◇ボランティア市民活動支援センターへの支援
　・社会福祉協議会が実施する、ボランティア市民活動支援
　　センター運営事業を地域福祉計画に位置付け、活動場所
　　の提供を行った。
　　　登録団体数　172団体　 9,755人

◇障がい者サポーター研修会の開催
　・サポータ研修会のほか、出前形式で積極的に出向き、
　　障がい者サポーター制度の周知・拡充に努めるととも
　　に、サポーター数、サポーター企業・団体数の増加を
　　図った。
　　　⑴市民向け研修会開催回数　　3回
　　　⑵出前形式での講座開催回数　2回
　　　　（他に荒崎小学校、大垣西高校に3回開催）
　　　⑶新規サポーター認定数　68人
　　　⑷新規サポート企業・団体認定数　1団体

○

障
が
い
福
祉
課

◆障がい者サポーター研修会の開催
　⑴サポーター研修会のほか、出前形式で積極的に出向き、障がい者サポーター制度の
　　周知・拡充に努めるとともに、サポーター数、サポーター企業・団体数の増加を図
　　る。
　⑵開催回数（予定）　4回
　⑶新規サポーター認定数（目標） 　　　　50人
　⑷新規サポート企業・団体認定数（目標） 2団体

81

福
祉
人
材
の
育
成
支
援

障がいのある人の個々
の特性や状況に応じた
サービスの提供が図れ
るよう、専門的な福祉
人材の養成、研修機会
の提供に努めます。

◇専門研修等の機会の提供の実施
　・障がい者の暮らしを支える協議会各部会において、事業
　　所職員等を対象にした研修を実施
　　　⑴第1回子ども支援部会
　　　　「子どもの成長発達の捉え方と障害児相談
　　　　　　　　　支援計画の立て方のポイントについて」
　　　⑵第2回就労支援部会「あなたの就労支援で
　　　　　　　　　　　　　　　　クライアントを幸せに」
　　　⑶第1回権利擁護部会「障がい者虐待防止研修会」
　　　⑷第2回権利擁護部会「知ろう・役立てよう・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成年後見制度」

○

82

障
が
い
者
サ
ポ
ー

タ
ー

制
度
の
拡
充

障がいの特性や必要な
配慮を理解し、まちな
かでちょっとした手助
けを行う人を育成・登
録する「障がい者サ
ポーター制度」の周
知・拡充に努めます。

80

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
活
用

（

再
掲
）

障がいのある人の社会
参加促進に係る手話通
訳者等の派遣を推進し
ます。また、障がいの
ある人の健康づくり
や、スポーツ活動、文
化活動などに、ボラン
ティアや福祉団体を積
極的に活用します。

79

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
養
成

社会福祉協議会やボラ
ンティア団体と連携
し、手話奉仕員養成講
座、音訳講習会及び点
訳講習会を開催し、ボ
ランティア活動に携わ
る人材の養成と確保を
図ります。また市民に
対し、広報などを通じ
てボランティア活動へ
の参加を広く促すとと
もに、学生のボラン
ティア活動への参加を
推進します。

78

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー

機
能
の
充

実 福祉活動を実践してい
る既存のボランティア
やこれからボランティ
ア活動を始めようとす
る市民を支援するた
め、ボランティア活動
全般に関する啓発、募
集や登録などの情報提
供等を充実するととも
に、個々のボランティ
アニーズに応じたボラ
ンティアのコーディ
ネート体制を、社会福
祉協議会と連携し充実
します。

26


